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開    会 

 

【国土計画局総務課長】  それでは定刻となりましたので、ただいまから国土審議会第２０回計画

部会を開催させていただきます。 

 私は、国土計画局総務課長の山本でございます。本日はお忙しい中をご出席いただきまして、あり

がとうございます。 

 それでは、本日の会議の公開につきまして申し述べさせていただきます。前回と同様に、会議及び

議事録ともに原則公開することとし、本日の会議も一般の方々に傍聴いただいております。この点に

つきまして、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。 

 議事に入ります前に、資料を確認させていただきます。お手元の資料をごらんください。議事次第

がございまして、その下に資料１といたしまして、計画部会の委員名簿、続いて資料２に総務省の説

明資料、それから資料３－１から３－４まで農林水産省の説明資料、それから資料４といたしまして

計画部会の検討スケジュール（案）をつけてございます。以上の資料につきまして、不備がございま

したら事務局までお知らせいただきたいと思います。 

 それでは、以後の議事は部会長にお願いいたします。 

【森地部会長】  どうもお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。議事に入ら

せていただきます。 

 お手元の議事次第をごらんください。本日の議題は、各府省庁ヒアリング、総務省、農林水産省に

お願いしてございます。（２）がその他の２点でございます。 

 それでは、第１の議題であります各府省庁ヒアリングに入りたいと思います。本日は５回目とし

て、今申し上げた両省にお願いしてございますが、まず最初に総務省よりご説明いただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

【総務省大臣官房企画課長】  総務省大臣官房企画課の吉崎でございます。よろしくお願いしま

す。 

 本日は、このような機会をお与えいただきまして、ありがとうございます。私のほうからは、国土

形成計画に関連いたします総務省の政策、あるいは、国土形成計画に対して総務省からのお願いとい

ったお話をさせていただきたいと存じます。お手元に資料２という厚い冊子があるかと思いますが、

それでご説明したいと思います。一応総務省の時間は８０分いただいており、半分ぐらいこちらから

お話をということでございますけれど、できるだけ手短にご説明いたしまして、あとはご質問等を受
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けるということにいたしたいと思います。 

 まず資料２をめくっていただきまして、目次がございます。なかなか大部の資料でございますの

で、全体構成、そして、今日どういうことをお話ししたいかということを目次でご説明いたしたいと

思います。 

 大きくパートは４つに分かれておりますけれども、第Ⅰ章が、国土形成計画と地方というところで

ありまして、ここで申し上げたいことは、中間報告の中にも十分ご記載いただいておりますけれど

も、これまでの国土計画の策定時と異なりまして、特に最近は国から地方、あるいは官から民へとい

う大きな流れがあるということでございまして、国土計画一つをとらえましても、どちらかという

と、地方のさまざまな独自性を生かしたもののモザイク、それが複合体が国土であるという、そうい

う色彩が以前にも増して強くなっているのではないかということを申し上げたいわけでございます。

総務省といたしましても、特により中央から地方へということをやっているということを、最初にお

話ししたいというところでございます。そして、特に官、公の中におきましても、「新たな公」とい

うことで、行政よりももう少し外側にあります公的なサービスの新たな担い手を、これまでのように

公務員だけではなく、違ったところにもお願いしていこうというような動きがございます。こういう

お話をさせていただきたいというのが第Ⅰ章のところでございます。 

 それから、第Ⅱ章といたしまして、持続可能な地域の形成ということで、大きく２つご用意させて

いただいております。１つが、情報通信技術の発展ということでございます。これは、三全総、四全

総のころから、通信がこれからどんどん普及していく、そうすると、東京にいなくても、地方にいて

もさまざまな営みができるというようなことが言われておりました。交通と通信について言います

と、代替説、補完説、そして相乗説というのがありました。ただ、これまでは、どちらかというと、

相乗効果が大きかったというのが結論でございました。これは、電話に代表される通信が未熟であっ

たがゆえに、会わないと話にならないということで、交通と通信とは相乗関係にあるというのがこれ

まででございました。ただ、最近はブロードバンドが普及いたしまして、本当にあたかも会っている

かのようなコミュニケーションなどができるようになってきた結果、実際に会うだけではなくて、ネ

ットワーク上で代替するというようなことも出てきております。そういう意味では、国土のあり方と

いうことを考えた場合に、ネットワーク上のサイバースペースということも、一つ大きな要素になっ

てくるということで、第Ⅱ章の１番でご用意させていただきました。 

 そして、２番目では、交流居住でございます。人口減少がだんだん進んでまいります。そして、ま

だまだ首都圏の集中も止みそうにもないというようなこともございますが、なるべく多くのところで

人間の営みをしていけばいいじゃないか。例えば、端的に言うと、家を複数持つということにもなり
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ますが、そこにはとどまらず、どんどん交流を深めていこうということで、私どももいろいろと施策

を講じております。これをⅡ－２でご紹介したいと思います。 

 大きく国土計画に関係しますのはこの２つでございますけれど、３つとしまして、安心・安全な社

会の実現でございます。どちらかというと、国土計画はハードに寄りがちでございますけれども、最

近の国民のいろいろなアンケートをとりましても、安心・安全ということに対する不安が非常に高

い、ニーズが高いということになっております。これから、その国土計画の下支えという意味でも、

特に防災などの安心・安全な社会ということが非常に重要だということで、大きな３番としてご用意

させていただいております。 

 そして、４番目、これは中間報告にもございました、シームレスアジアということで、情報通信の

関係からと、消防からの関係からトピックスを２つご用意させていただいております。 

 本日お話ししたいことは、大ざっぱに言いますとこういうことでございまして、以下、順次資料に

沿ってご説明してまいりたいと思います。 

 まず、Ⅰ－１でございます。資料で申しますと、４ページをごらんいただきたいと存じます。上段

のところで、国土形成計画と地方分権の調和ということで書いてございますけれど、これは、冒頭で

ご説明しましたように、当然のことながら、国土形成計画は「国の計画」ではございますけれども、

特にこれからは地方分権が進み、国から地方へということになっていくかと思います。それだけ地方

の独自性を生かしていく、あるいは、地方の特殊性を生かしていくということになるわけでありまし

て、国土計画をつくられるにおかれましても、できる限り創意工夫あふれるふるさとのモザイクとし

ての国土を考えていただければということでございます。そういう意味では、特に全国的視点での広

域事業のようなことが、特に国に求められるのかなというふうに私どもは考えております。 

 また、ページの下のほうでございますけれども、道州制ということが、これから特に１つ大きなト

ピックスになってくるかと思います。ただ、道州制につきましては、これから３年以内にビジョンを

つくるということで、まだ姿は明確に出てきておりません。国土形成計画は１０年計画ということで

ございますが、この３年後のビジョン次第によりましては、またいろいろと変わってくるかもしれな

いということが予想されます。一番ラディカルに言えば、例えば、連邦のような形になっていくとい

うような道州制も論理的には考えられますし、そうではない薄い道州制も考えられます。この道州制

のあり方次第によりましては、国土形成計画の見直しみたいなこともあるのかもしれないなと思って

おります。これはどうなるかわかりませんが、いずれにいたしましても、３年以内のビジョンという

ことを視野に入れながら、計画をぜひ策定をお進めいただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 
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 そして、次が、「新たな公」というところでございます。６ページをごらんいただきたいと存じま

す。分権型社会における自治体経営の刷新戦略ということで、紙を１枚用意いたしておりますが、こ

れは、平成１５年にスタートしました私どもの研究会のアウトプットでございます。地方公共団体を

取り巻く環境の変化というのが、左のほうに書いてございます。人口減少などしておりますが、ま

た、高齢化も進んでいるということもありで、公共サービスへいろいろな新たな期待が高まっており

ます。そして、中央から地方へ三位一体の改革などの国と地方の関係も、見直しが出てきておりま

す。それから、「官」と「民」、あるいは「官公」と「民」と言うべきかもしれませんけれども、今

まで截然と切り分けられていたものが、関係がだんだん変わってきており、市民活動、ＮＰＯ活動の

ような純然たる官公ではない公的な担い手というものが出つつあるということでございます。また、

国、地方を問わず財政状況は非常に厳しいということもございまして、従来と同じやり方ではなかな

かサービス維持が困難というようなこともございまして、こういった環境の変化があるということで

ございます。 

 それで、地方自治体の刷新の必要ということで、行政といろいろな担い手との協働によるサービス

提供といったようなことをやっていく必要があるということでございます。その視点としまして、こ

のページの下に書いてございますけれども、「新しい公共空間」、これはどういうことかと言います

と、新たな担い手とでも言いましょうか、プレーヤーとして今までいなかった人たちが登場してき

て、そして、新たな公共的なところを埋めていくということになるということでございます。それか

ら、行政内部の変革、これは当然今も進めておりますが、これからも必要ですし、住民のほうの意識

にしましても、これまではサービスの受け手というところの色彩が強かったわけですけれども、それ

以上に、一緒に参画するといったようなところも出てきているわけでございます。そして、危機意識

と改革意欲を首長さん以下が持って、こういうことで進めていかなければいけないというのが、平成

１７年３月に公表されたものであり、私どもの今これからの自治体経営のあり方として、こういうよ

うな方針で臨もうというふうに考えているということで、やや細かくご紹介させていただきました。 

 「新しい公共空間」の形成と今申しましたけれども、具体的にどういうことかというと、７ページ

をごらんいただきたいと思います。７ページの一番上の段でございますけれども、「公共」と「行

政」というのが伝統的にございました。これは、公共サービスは行政が担う、行政サービスと公共サ

ービスとの間に必要十分的な関連性があったわけですけれども、ところが、そういうところがだんだ

ん大変になってまいりました。いわゆる「官公」と「民」の二元論であったのが、限界が出てきまし

た。行政の外にある公共というのが出てきております。ＮＰＯとか、新たな公の担い手によりまし

て、純然たる行政が提供する行政サービスの外に、行政ではない公的な新たな主体による公共サービ
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スというのが出てきているというふうになっているのが、これが真ん中でございます。そして、これ

からそれがさらに進んでいってどうなるかというと、この下の段の、新しい「公共空間」の形成とい

うことになります。一番内側のほうには行政による行政サービスがありますが、そこ自体にも企業・

市民が参加していただくようにもなってきますし、それから、公共と行政サービスの間、企業として

はアウトソーシングなどが出てきます。あるいは、市民としては地域協働というのが出てまいりま

す。もちろん、この公共サービスの外には、利潤追求という企業の活動もありますし、市民の私的活

動もある。そうことで、一番上のような伝統的なものではない、これからの公的なサービスを担って

いくという主体が出てくるのではないかというふうに考えているところでございます。 

 現実的にどんなところに出てきているかというと、例えば、アウトソーシングになってきますが、

８ページをごらんいただきますと、これは都道府県での民間委託の実施状況でございます。色が濃い

ほうが新しいということでございまして、だんだん進んでいるということでございます。見ていただ

くとおわかりかと思いますが、現業の非権力的なサービスを中心にして、民間委託が進みつつあると

いうことでございます。なかなか公務員で採用した人を首にもできないということもありまして、退

職とともに、新規あと補充なしといったようなことを中心としながら、こういうことを進めていると

ころでございます。 

 ９ページは、政令指定都市で、同じことが大体言えるかと思います。 

 １０ページに参りまして、従来の新しい公共空間形成の法的な枠組みとしましては、民間委託とい

うことで、民法などがありました。あるいは、特別法でも実施されてきておりますが、最近では、例

えば、市場化テストの制度を導入するといったようなことで、民間に委託するようなことを進めてお

ります。今後さらに民間委託を推進していくということを方向性としては考えておりまして、今年の

３月までに結論を得るべく現在研究を進めておりますのが、１０ページの下のほうでございます。そ

の際に、民間委託の推進等の留意点としましては、やはり民間に委ねたからといって、サービスの水

準をあまり下げるわけにもいきませんので、一定水準のサービスは確保する必要があるということ

で、モニタリングをするとか、あるいは、従来ですと行政がすべて一から百までやっていたわけです

けれども、民間と役割分担するということになりますと、責任分界点をどうするかといったようなこ

とが出てまいります。また、民間の方が公的サービスをするということになりますと、個人情報保護

の問題なども出てまいります。あるいは、再委託というのもリーズナブルな範囲でやるということも

考えられるわけで、この辺のところを整理していきたいということで今考えているところでございま

す。 

 次が、コミュニティ・ファンド形成ということで、これは新たな公的な担い手に対しまして支援を
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していこうというようなものの１つの例ということで、私どもが今進めているものの例でございま

す。１２ページをごらんいただきたいと存じますが、コミュニティ・サービス事業、ベンチャー企業

を支援していこうというもので、コミュニティ・サービス事業というと、目的の注に書いてございま

すけれども、こういうような公的なサービスでございます。それを行う民間企業あるいはＮＰＯとい

ったところに対して、支援をしていこうというようなスキームを用意しております。 

 実績としましては、総額３００億円程度の実績が上がっておりますが、具体的なイメージとして、

１３ページに富山県の例を掲げております。幾つか事例がございますけれども、例えば、事例１です

と、ＮＰＯ法人が介護保険対象者への居宅介護サービスですとか、乳幼児の一時預かりなどを行うと

いう場合の設備の資金に対して、支援をしていくというような形で行っております。そのほか、事例

２、３、４、このようなものがございます。いずれもファンドのほうからＮＰＯ法人の資金調達に際

しまして、債務保証を行うという形で支援をしているというものでございます。 

 以上が本日の一番大きな第Ⅰ章でございまして、次が第Ⅱ章、持続可能な地域の形成というところ

でございます。 

 まずは、情報通信の分野でございます。少し飛ばしていただきまして、１６ページをごらんいただ

きたいと存じます。先ほど、三全総、四全総あたりでも、情報インフラの整備が国土計画の中に掲げ

られていたと申しました。しかしながら、状況が大分変わってきたというところは、ブロードバンド

というものが普及してきたというところにございます。ブロードバンドと電話線の一番大きな差は何

かと申しますと、画像や映像がストレスなく通るようになったというのがブロードバンド、電話とい

うのは音声だけのコミュニケーションというところが一番大きな差でございます。従来の通信です

と、音声のコミュニケーションしかできなかったがゆえに、実際込み入った話になると会わなければ

いけないということで、交通を補完するとか、あるいは交通を相乗するという形で通信が使われてき

たわけでございますけれども、実際に会うとか、あるいは実際に商品を手に取るというような感覚

が、ブロードバンドの整備によりまして実現した結果、かなり今までの通信と交通との関係とは変わ

ってきたということでございます。 

 左のほうをごらんいただきますと、そのブロードバンドというものを利用することによって、テレ

ワーク、これは後からまたご紹介いたしますが、遠く離れていながら、オフィスに集わないでも働く

というものでございます。あるいは遠隔医療、これも、お医者さんは実際に患者さんに対面して触診

とか視診とか問診をしますが、慢性的な健康管理的なものについては、もう保険の点数にカウントで

きるようなふうになってきているとか、あるいは、電子商取引というのは非常に進んできておりま

す。一番利用が進んでいるのはこの分野でございまして、例えば、企業間の商取引ですと、２００４
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年でもう１００兆円を超える規模になっておりますし、企業と個人との間でも、６兆円近くもう利用

が進んでおります。例えば、ＣＤですとか書籍の購入といったようなものは、非常に進んでおりま

す。また、オークションのようなものも進んでいるということでございます。 

 こういったようなものがかなり使われるようになってきておりますが、これ用のインフラ、これは

光ファイバーですとか、ＡＤＳＬですとか、ケーブルインターネットでございますけれども、１７ペ

ージの右のほうでごらんいただきたいと思いますが、このインフラの整備は民間が行うということが

中心でなってきております。ところが、市場原理で進めるということになりますと、どうしても市場

原理の働かない地域が残るというところが、ひとつ大きな問題になっているところでございます。鉄

道とか電力線に割と近い民主導でなってきているものですが、新しいものだけに、なかなか市場原理

の及ばない地域をどうするかということが問題になっています。 

 これがデジタル・ディバイド問題と言われておるものでございまして、具体的には１８ページをご

らんいただきますと、例えば、光ファイバーのサービスというのは、右側に出ておりますけれども、

１万人未満の団体ですと、非常に未整備になっております。一方、大きなところになると、整備が進

んでいるということになっておりまして、本来、こういったインフラは、東京のような大都市です

と、実際に店へ行って多様な中から商品選択ができるとか、専門医がいるから実際に診てもらえると

いうところは市場原理で整備が進みながら、逆に、本来であったらネットワークで大体補完ができる

ようなところに、市場原理なのでなかなか来ていないというところが、もどかしい問題として残って

いるわけでございます。 

 １９ページに、この解消ということで施策を掲げておりますけれども、市場原理の補完ということ

で取り組んでいるということでございます。 

 ２０ページに、今後、２０１０年までにブロードバンド・ゼロ地域の解消ということを考えており

ます。やはり、特に不便な地域ほどネットワークの御利益は大きいということでもありますので、そ

このところは何とか整備していきたいということで、地方公共団体等に対して支援を進めていこうと

いうことで考えております。 

 さて、これからのネットワーク上でどんなことができるかということでございます。特にこれから

のキーワードは「ユビキタス」というふうに私どもとらえておりまして、２１ページをごらんいただ

きたいと存じますが、ユビキタスとは、「いつでも、どこでも、誰でも、何でもがコミュニケーショ

ンできる」ということでありまして、この青い①のブロードバンドというインフラの上に、いろいろ

と利用が乗っかってくるということになるわけであります。例えば、公共サービスの分野でも、公共

団体あるいはＮＰＯ団体などが産業の振興、あるいは安心・安全のための活動を行うとか、あるい
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は、ボランティアが医療・介護などに使うとかいったようなことが、これからいろいろと花開いてい

くということになってくるわけでありまして、このためには、①のインフラの部分もさることなが

ら、まだまだ利用面がよくわかっていないというところもありますので、例えば、２２ページでいき

ますと、先進的なモデルを構築するような場合については国費を入れると。そして、それを、いいも

のであれば、いろんなところで見習っていただくというようなことを考えているところでございま

す。 

 その利用面の１つとしまして、テレワークというのがございます。最初に申したところでございま

すが、２３ページをごらんいただきたいと存じます。テレワークといいますのは、オフィスに集わな

いで働く形態のことを指しておりまして、特に人口減少社会の中にあって労働力が不足してくる、あ

るいは、高齢者、育児の大変な専業主婦、あるいは障害者の方が社会参加していくということで、極

めて便利なツールとして、今普及しつつあります。現在、大体週８時間以上テレワークをやっている

人は６７０万人近くおりますけれども、大分増えてきております。企業の側にしますと、例えば東京

にいなくても、地方にいながら、障害者の方であっても、一定の分量をいついつまでに仕事をしてく

ださいということでやってもらえるということで、働かせる側の企業にとってみても、良質でコスト

パフォーマンスのよい労働力を確保できるとか、あるいは、少子高齢化の中で女性、高齢者、障害者

の方が社会参加できるとか、あるいは地域活性化に非常に役に立つとか、あるいは、移動が少なくな

りますので環境負荷が減る等々といったメリットがあるということでございます。 

 ２４ページ以下、具体的に、２５ページまで、いろいろな施策を講じているというところですが、

時間の関係上、ご説明は省略したいと思います。 

 Ⅱの２といたしまして、交流居住、集落の再編・整備についてご説明いたしたいと思います。これ

は、二地域居住ということにもなるかと思いますが、私どもでは交流居住というふうに申しておりま

す。これは、二地域で家を持つという、そういう形よりは、むしろ人間が行き交うという、そういう

プロセスのほうをより重くしたいということで交流居住と名づけておるものでございまして、居住し

なくても、例えば旅行に行く、例えばしげく交流するといったようなこともあるかというふうに考え

ております。特に、これから人口減少が進みます。また、過疎の地域では高齢化も進んでいるという

こともありまして、地方の暮らしをしてみたいという都市住民のニーズにこたえるということで、こ

こに掲げられておりますような施策を取り組んでいるということでございます。例えば、右下の「ふ

るさと回帰フェア」というのは、これは三、四年前から始めておりますけれども、東京で我が町はこ

ういうのがありますというのを、直接公共団体の方から都会の人とコミュニケーションしてもらっ

て、そして相談できるような場を設けるというものでございます。こういうのが導火線になって、民
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的にだんだん進んでいくことが望ましいというふうに考えております。 

 ２８ページでは、こういう交流居住がさらに進むよう、１９年度の予算で調査モニターを推し進め

るという施策を掲げておりますが、時間の関係で詳細は省略いたします。 

 ２９ページが、集落の再編・整備でございます。人口減少が進み、特に過疎地域などにおきまして

は高齢化が進んでいるということでございまして、１つの考え方としましては、例えば、限界集落と

言われているようなものにつきまして、ごく少ない居住者のために社会コストをたくさんかけて行政

サービスをするよりは、移っていただいたほうがコストパフォーマンスがいいのではないかという考

え方もございまして、ここの下に掲げておりますような、補助のスキームを用意いたしております。

ただ、この制度はあまり使われておりません。端的な理由としましては、やはり高齢者の方、自分が

生きている間はあまり住む場所を離れたくないという声が結構強いということでございまして、こう

いったものはやはり住んでいる方の自発的発意ということで進めるということで、あまり使われては

おりませんけれども、こういうスキームも一応あるということでご紹介させていただきました。 

 Ⅲとしまして、安心・安全な社会の実現でございます。冒頭でお話申し上げましたように、国土の

あり方、どちらかというとハード中心になりますが、やはりソフトも非常に重要であり、特に住んで

いる方の今最大の関心事というのは、安心・安全な社会というのが非常に求められております。これ

までは結構安心・安全な社会でありましたけれども、最近では自然災害なども多く起きております。

あるいは、安全と信じられていたインフラがうまくいかないというような事例も出ております。ある

いは、９.１１のような事件も出たりしてきております。そういうことで、これからの国土計画を考

えるにあたっても、やはり、入れ物もさることながら、非常に重要なのは、住む人が安心・安全とい

うことになるかと思います。その辺を重視していただければということで、資料として用意させてい

ただきました。 

 特に総務省におきましては、消防行政が中心になりますが、３２ページをごらんいただきたいと存

じます。社会経済情勢の変化といたしましては、今申しましたようないろいろな新たな不安が出てき

ております。この真ん中辺りに書いてございますが、通常は地域に密着した市町村消防、そして、緊

急事態発動時は国家的対処ということで、地方分権型の通常パターンと、緊急時における中央集権型

パターンに分けて、消防行政に取り組んでいるところでございます。これは、通常はより身近なとこ

ろであったほうがいいわけですし、緊急の場合というのは、大規模でありますし、それほど頻度も大

きくないということもありますので、中央集権的にやればということで行っているものでございま

す。それが、消防防災行政の変化の中で、①と②に分けて対処しているということでございます。 

 少し詳しくご説明しますと、３３ページをごらんいただきたいと思いますが、全国的見地から対応
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をしているという大規模で緊急的なものとしまして、ここに４つほど掲げてございます。代表的なも

のといたしましては、高度消防・救急救助体制の全国的整備ということで、緊急消防援助隊の部隊数

を増強するとか、あるいは特殊なもので、特別高度救助隊・高度救助隊を政令市などへ配備を進めて

いるところでございます。こういうようなことで、緊急時に備えようということで行っております

し、あるいは、市町村消防でも、「広域化」をしていくとか、あるいは国民保護法を踏まえまして、

国民保護計画の整備・体制を充実強化というようなところに取り組んでいるところでございます。こ

れが全国的対応でございます。 

 次のページが３４ページ、これは分権型といいましょうか、平常時に行っているものでございま

す。幾つか掲げておりますけれども、この中でやはり一番大きな問題になっておりますのが、１番で

ございます。消防団の団員でございます。これは、最初のほうでご説明しました、新たな公的担い手

にもなってまいりますけれども、昭和２０年代、２００万人を超えていた消防団員数が、現在では１

００万人を割っているというところでありまして、やはり隣の家から火事が出たというようなときに

は、消防車から出てくる前に、みんなで消し合うといったようなことは、非常に重要なことになって

まいります。こういうようなところを進めていきたいというところが一番大きなポイントでございま

すが、２番以降もございます。 

 以下、３５ページ以降は、今申しました全国的な取り組み、それから地方的な取り組みの詳細でご

ざいます。時間の関係で説明は省略したいと思いますが、３５ページは高度消防の問題、３６ページ

は市町村消防がだんだん広域化してきているという話です。３７ページが、国民保護法に基づく体制

整備が進んできているという話です。それから、３８ページが、公共団体における総合的な危機管理

体制の整備でございます。それから、３９ページは、これは、例えば、弾道ミサイルが発射されたと

いったような緊急情報については、衛星を使って地方公共団体へ一斉通報するというシステムの整備

が進んでいるという、そういう資料でございます。４０ページは、救急救命の充実・高度化。それか

ら、４１ページになりますと、先ほどご説明しました、消防団員、特にサラリーマンの団員を確保す

べく取り組んでいるというところでございます。以下、消防が続いておりますが、時間の関係で少し

飛ばさせていただきたいと存じます。 

 ４６ページ、総務省といたしましてのⅣ番、中間報告にも出ておりました、シームレスアジアの関

係でご説明申したいと思います。 

 １つ目が、「アジア・ブロードバンド計画」でございます。資料の４８ページをごらんいただきた

いと存じます。経済の中心としましては、北米、ヨーロッパ、そしてアジアが中心になっておりまし

て、特にアジアは日本のみならず、中国、韓国が非常に成長しているというのは、ご案内のとおりで
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ございます。物の流れとともに、情報の流れというのがあるわけでございますけれども、４８ページ

の資料をごらんいただきますと、下のほうですけれども、アジアと北米、アジアとヨーロッパとの間

の情報のパイプが、ヨーロッパとアメリカとのパイプに比べて非常に細いというのが、ひとつ大きな

問題になってきております。先ほどご説明しましたが、最近の電子商取引が非常に普及しておりまし

て、いろいろな情報が瞬時でやりとりできるということで、製品開発ですとか部材の発注などが世界

規模で情報通信を使って行われているということであり、アジアと欧米との間のパイプを太くしてい

く必要があるというのが、今アジアにおける情報通信の１つの大きな問題になっております。 

 特に日本は、これまでアジアの中では大きな情報通信のハブになっておりました。そして、またこ

れからなっていくということでございますが、４９ページをごらんいただきますと、最近のインター

ネットを見てみますと、色の濃いところにＩＳＰがある。特に真ん中辺に近づくに従って、上位レイ

ヤーのＩＳＰがあるというところであって、色が濃くて真ん中のところにいろいろとあるという、ア

メリカ中心になっているというのが、今情報の世界になっております。アジアのところは、少し色が

薄い上に、上位レイヤーのＩＳＰが少ないというようなところがあります。こういったところが、特

に日本に来るようになれば、情報のアジアにおけるハブ機能が充実するということになってくるわけ

であります。 

 ただ、アジアにおきましては、５０ページをごらんいただきますと、ブロードバンドと言っており

ますのは、日本、シンガポール、韓国、そして最近急速に伸びている中国ぐらいということでありま

して、まずは電話すらまともに行っていないところもあるということで、ＯＤＡなどでやっておりま

すし、あるいは、ブロードバンドの有用性などをいろいろとモデルプロジェクトをやっているという

のは、５１ページ以下でございます。 

 こういうようなことをやっていくことにより、また日本の中のインフラを整備し、情報化を促進す

ることによって、世界の中のアジア、アジアの中の情報ハブたる日本ということで、日本を整備して

いきたいというふうに考えているというのが、５４ページの情報通信のアジアとの関係、アジア・ブ

ロードバンド計画でございます。 

 最後、消防・防災分野でございますが、消防・防災におきましても、海外、特にアジアとの連携を

進めております。特にアジア諸国においては、災害に弱いということで、スマトラ沖地震などがあり

ます。特にこの分野での国際協力というのは、目に見える貢献ということでありますので、アジアに

おける主導的地位を占めていくためにも、このようなアジア諸国をはじめとする海外への展開、貢献

というのもやっていっているところでございます。 

 以上、総務省からご用意いたしました資料２に即してざっとご説明いたしましたが、もう一度繰り
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返して申しますと、総務省といたしましては、これからの国土形成計画をまとめられるにおかれまし

ては、ぜひとも今まで以上に中央から地方へという流れがある、それを踏まえたものにしていただ

き、それぞれが特色ある、元気のあふれるふるさとのモザイク状に日本がこれからなっていってもら

えればうれしいかなというふうに思っているということであり、それぞれの地域が元気になるため

に、行政だけではなく、新たな公、新たなサービスの担い手が活動しやすくする環境整備を整えてい

きたいというふうに考えているというのが第１点目であり、第２点目は、持続可能な地域の形成とい

うことで、特に情報通信技術、ブロードバンドをうまく活用することによって、交通とある意味で代

替する、昔流に言うと、均衡の取れた国土形成にも資する、そういう状況になってきておりますの

で、地域づくりに役立てていただきたいと思いますし、交流居住などにつきましても、これから進め

てまいりたいと思いますし、国土形成計画におかれても、ぜひその辺をうたっていただければという

ふうに思います。また、この国土形成計画の下支えとして、安心・安全ということにもどうかご配慮

いただきたいと思いますし、アジアという視点で申しますと、情報通信におけるアジアのハブ機能と

しての日本というものも、十分にこれから視野に入れていかなければならず、そのための国土形成計

画というふうにも位置づけていただければありがたく、また、アジアにおける消防・防災もございま

すということで、ご説明とさせていただきたいと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

【森地部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきましたことに関して、ご質問あるいはご意見がございましたら

どうぞ。それでは、奥野先生から。 

【奥野委員】  どうも大変ありがとうございました。 

 新たな公と交流居住のことについて教えていただきたいと思いますが、新たな公が、外部委託では

なくて、自分たちで主体的に取り組むような事業でございますけれども、ご案内のように、新たな公

の持続性、継続性にまだ課題がございまして、なかなか地域の信頼を得るに至っていないというふう

なケースもあるわけでございますけれども、特に交流居住といいますか、二地域居住のところにつき

まして、地方の中小都市、あるいは農山村で空き家がある、それを貸す、家主は都市圏に住んでいら

っしゃるというふうなケースでございますけれども、ＮＰＯとか非営利団体の方々がその仲介をなさ

いますと、所有者がなかなかその方を信用されないというふうなことがございまして、空き家の利用

が進まないというふうなことがあると思います。 

 その新たな公をどう育てていくかということでございますけれども、先ほどお話でありましたコミ

ュニティ・ボンドへの資金供給ですね。経済学のほうでは「小さな資金循環」というふうに呼んでお
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りますけれども、それも支援策の１つだろうと思いますけれども、どう育てていくかということにつ

いて、何がご議論をしていらっしゃいましたらお教えいただけえばと思います。 

 以上です。 

【森地部会長】  幾つかご意見を伺って、まとめてお答えいただきますので、ご準備いただきたい

と思います。 

 どうぞ、大西先生。 

【大西委員】  どうもありがとうございました。 

 最後にもう一回触れられましたけれども、ふるさとの活動を重視した「モザイク型の国土形成」と

いうフレーズがありましたけれども、ある意味では、そういうふるさとが崩壊しかかっているという

ことがかなり大きな問題なのかなという気がするのですが、それと、国土計画的には、地方圏の活性

化のために、いろいろな地域振興施策というのが、これまで何十年間にわたって制度化されて実施さ

れてきましたけれども、それ全体が時代に合っているかという大きなテーマがあります。それらを統

合すると、市町村合併でかなり市町村が減ったとはいえ、まだ１,８００強あるという中で、ふるさ

とが消滅しかかっているというテーマと重ね合わせると、やはりもう少し体力のある行政単位という

か、活動の単位というのが要るのではないかということで、広域行政というか、市町村間の広域なネ

ットワークというのが改めて再編されたというか、合併された後の市町村を対象に必要になってくる

のではないか。そういう動きを促進するために、地域振興制度というのを改善していくというか、改

善の方向をそこに求めていくということが必要なのではないかなと思うのですが、そのあたりについ

てのお考えがあれば、伺わせていただきたいということであります。 

 それから、もう１点、新たな公についてご報告がありましたけれども、例えば、市川市がやってい

るパーセント制度とかいう格好で、税金の使い方の中にもう少し納税者の意向を反映させるという動

きが色々な格好で出ていると思いますが、こういう動きについて、総務省として支援していこうとさ

れるのかどうか、お伺いできればと思います。 

 以上です。 

【森地部会長】  どうぞ。 

【寺島委員】  どうもありがとうございました。 

 この総務省の関係で、話を明確にするために、旧自治省の関係と旧郵政省の関係ということで分け

てちょっとご質問したいというか、お願いと言ったほうがいいのかもしれませんけれども、国土形成

計画の関係で、事実認識をはっきり取っておきたいために、あやふやな知識ではいけないと思うの

で、そういうデータがあれば、きちっと提供していただきたいという意味なのですが、まずその基礎
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的自治体が、市町村合併で、３,３００ぐらいあったのが、平成１９年３月には１,８１２だったと記

憶していますけれども、減っていくということですけれども、まず市町村合併の総務省としての現下

の状況に対するメリットの部分とデメリットの部分と、どういうふうにお考えになっているのかとい

うことと、もう１つは、政令指定都市が、この間新潟で話をしていたら、新潟も日本海側で最初の政

令指定都市だというわけですけれど、県下に２つの政令指定都市を抱えるような神奈川とか福岡のよ

うなところを見ていると、県と政令指定都市の関係というのは非常に微妙になっていて、そうなって

くると、今後、すべて議論が道州制のような基礎的自治体が大括り化してきて、しかも、政令指定都

市がどんどん増えてきて、そうすると、必然的に、いわゆる広域の行政単位というのも、この道州制

に向けてより本格的に向かわざるを得ないと認識するのですけれども、その点に関する現状に対する

認識はどうなのかということが、まず１つポイントです。 

 それから、もう１点は、そういう、中央から地方へ、それぞれの地方が元気にという流れをつくっ

ていく中で、例えば、地方に張り出している国の出先機関の配置の現状が、今後の市町村合併とか、

今申し上げたような流れの中で、配置の整合性ですけれども、今後どうなっていくと掌握しておられ

るのか。さらには、こういう中央から地方へという流れの中で、以前、別の委員会でお聞きしたこと

があるのですが、その後どうなったかといいますか、旧自治省というのは、この地方分権化という流

れの中で、規模、機能ともにどういうふうに縮小していくのかという、このあたりの正しい事実認識

をとるようなファクトファンディングになるようなものがもし提供していただけるなら、我々の判断

も非常にバランスがとれるのかなと。これが自治省の関連です。 

 それから、旧郵政省のほうでは、ウェブ２.０とか言われる時代が来て、私自身、情報セキュリテ

ィということに、経産省のほうの委員会を率いているものですから、非常に強い関心を持っているの

ですが、地方における高度のＩＴ人材の育成だとか、地方の電子政府化なんていうのが大変重要にな

ってくると思うのですけれども、情報のセキュリティに関して、例えば、サイバーアタックだとかウ

ィルスだとかに対する地域ごとの対応について、総務省というのが今どういう判断とポリシーを持っ

ておられるのかということ、この点、適切な、もし判断の役に立つような資料でもいただければあり

がたいなと思います。 

【森地部会長】  どうぞ、家田委員。 

【家田委員】  家田でございます。１点だけ、お考えを教えていただきたいということで、ご質問

させていただきます。 

 資料７ページに、新しい「公共空間」の形成のイメージということがあって、新たなパブリックと

いうか、最終的にコメントから言うと、「公共空間」というお言葉をお使いになっているのですが、
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ここはジオグラフィックな意味での空間ではなくて、ファンクションとしての空間でお使いになって

いるのだとは思いますが、一番気になりましたのが、右側の緑で書いてあるほうの縦のコラムみたい

なところの一番上に、公共サービスは専ら「行政」が提供してきたという認識があって、したがっ

て、そういうものであるところの公共サービスを、一部、従来の官ではないところが担う方向にあ

る、こういうつくりになっているところで、それはもちろん否定しないのですが、もう一方で、例え

ば、地域のいわゆる公共交通と呼ばれる、バスだとか電車だとかそういうたぐい、あれは日本では基

本的には可能な限り民間的に、ここで言うと利益追求型の活動の中で、あわせて公共的な機能を果た

してきましたと、こういうつくりになる理解ですよね。したがって、ここでの認識の中では、専ら行

政が提供したことに外れていますので、そういうものではないということになると思うのですが、こ

ういう、左側のグラフに行きまして、全く一致しているものからずれてくるというときに、今まで公

共サービスとは必ずしも明確には考えられてこなかったものも、公共化サービスとして再定義して、

そして、そのアレンジメントは自治体が考えるけれども、その担い手は民間であるというようなとこ

ろに踏み込まないと、いろんな面での公共サービスがかなり破綻を来している面があろうかと思うの

ですが、もう一度質問になりますけれども、公共サービスは専ら行政が提供してきたという意味の範

囲での公共サービスととらえるのみか、それより、外側にあったものを再定義しようとされている議

論がおありなのか、その辺のお考えを教えていただけたらありがたいです。 

 以上です。 

【森地部会長】  どうぞ、垣内委員。 

【垣内委員】  いろいろご説明ありがとうございました。２つほど質問をさせてください。 

 １つは、新しい公のところですけれども、かつて行政、あるいは行政に近いところが提供してきた

サービスを民間委託していく場合には、幾つもいろいろな問題が出てきているかと思います。資料の

１０ページにありますように、さらなる民間委託の推進のための検討ということで検討されていると

いうのは、非常に重要な動きではないかと思うのですけれども、特にサービスの質の担保とか継続性

の担保という観点から、この最後の四角の①あるいは④、一定の水準のサービスをどういうふうに確

保するのか、それから、妥当な再委託の範囲といったようなことについて、今ご議論はされているの

だろうと思いますけれども、具体的に何かここでご説明いただけることがあれば、ちょうだいいたし

たいと思います。 

 それから、次に、交流人口のところについてですけれども、交流拠点の整備促進ということで、ハ

ードの地域資源を生かした人・文化・情報等の交流を図るための施設の整備・補助、これはハードの

補助ということでございますけれども、今、かなり地域にはいろいろな施設がございますが、新たに
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施設をつくっていくということをお考えなのか、それとも、既存のものにいろいろな機能を付加して

いくという方向なのか、ということについてお教えいただければと思います。 

 以上です。 

【森地部会長】  どうぞ、河田委員。それから、中澤委員。 

【河田委員】  全体にわたってなんですが、問題点が書いていないですね。ですから、これをやっ

たら本当に全部うまくいくのかという問いに対して、その答えは何もないんですね。一言で言うと、

うまくいくわけがない。それぞれの政策はそれなりにバランスがとれているのですが、１つの地域に

その政策を全部入れていくと、非常に破綻する危険性が大きい。 

 例えば、消防団の数が９０万人減っているというのですが、人数だけではなくて、実は質も低下し

ています。例えば、今、津波警報が出て、一番危険な漁港とか海岸に真っ先に来るのは、消防団で

す。なぜかと言うと、その危険性というものを客観的に勉強する機会がないものだから、経験と勘だ

けで動いている。それは消防団を、市町村が指導しているのが問題だと思います。少なくとも府県レ

ベルでは、こういうリスクの評価というのはきっちりやっているのですが、なかなか末端のところま

でその知識が行っていないという、そういう問題というのは、数だけの問題ではないですよね。です

から、例えば消防庁がｅラーニングをやるということでしたら、まず身内のｅラーニングをやらなけ

ればいけない。その辺の問題点のとらえ方は、非常に問題があるのではないか。 

 例えば、集落の再編・整備というのが書いてありますけれども、なぜ過疎・高齢化が進んだかとい

うと、高度経済成長のときに若者が首都圏へ出てきたからです。残された両親は、当然、２０年、３

０年たつと高齢者になるわけですから、東京がというか、そういう大都市圏が若者を引きつけたか

ら、残されたところが疲弊したわけですよね。ということは、今、地元の自治体と高齢者だけで、例

えば防災の問題を解決するなんて不可能ですよね。例えば、東京の息子さんがお母さんを引き取ろう

としたって、コミュニティがないものですから絶対来ない、田舎で死にたいと。こうなったときに、

何もしないと、今では０・１００になってしまっているんですよね。だけど、子供が、例えば親孝行

するというふうな形をもうちょっと具体的にできないのかと。例えば、高知県でも徳島県でも、中山

間地あるいは沿岸の集落で一番困っているのは、残された高齢者と自治体だけで何とかしようとした

って、それは無理なんですよね。 

 だから、こんなバーチャルなネットワークで情報が行き来するとか、そんなのではなくて、要する

に、人間が生きて、人間と人間との触れ合いをもっと増やさなければいけない。その辺の手順が全然

抜けてしまっている。ですから、書いてあることはきれいなことが書いてあるのですが、実際にこん

なこと実現できるかと。あるいは、それを実現するには、ほかの政策とバッティングすると思います
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が、トータルとしてどうなのかという議論が、なされていない。そこにやっぱり、この実効性に対し

て非常に大きな課題がまだあるのではないかと思いますが。 

【森地部会長】  中澤委員、どうぞ。 

【中澤委員】  どうもご説明ありがとうございました。先ほどの全体で、一自治体の首長として、

少しご意見を述べさせていただきたいと思います。 

 今、河田先生がおっしゃったことと同じような状況で、実際、これをうまくやっていくためにはど

うしたらいいのだろうということが、やはり見えてこないというのが実感でございます。現に、三位

一体の改革の中で、我々市町村が一番困っていますのが、税源移譲という状況で交付税のカット、そ

して補助金のカットという状況下があって、それを税源移譲で三位一体ですると言っていながら、実

質的には我々は二位一体にされて、税源移譲が来ない中、今、自分たちの今まで持っていた基金を使

いながらやるという状況下になっております。それは、それぞれの自治体の考え方だよ、もう国がこ

う決めたんだから、あんた方、どのようにしてもやりなさいという形で、何とか泳げる町村はいいで

すけれども、それが泳げない自治体にも来ているという状況。 

 それから、国が今進めている方向性というのは、今の状況から言ったらごもっともであるし、我々

は理解できるつもりで、一生懸命、自治体の首長としてやっているわけですけれども、先ほどの問題

にもありましたように、新たな公が信用されないということと同時に、やはり町民ないしは市民、国

民的レベルの意識と、今、国が持っていきたいと考えている問題との開きがものすごくあります。こ

の開きをどのように解決するのかということを、総務省さんが考えながらやっているのか、ただ国か

ら地方へ分権して、国が地方にやればいいという、おっつけだけの状況で何かやらされているという

形になると、間に入る首長、県というのがものすごく大変になっています。 

 この辺のところの状況で、少しその自治体の全体の意識レベルと国の考え方の差の調査だとか、あ

なた方の町村は進んでいますよ、おくれていますよというような指針が出るとか、そういうような問

題がわかる方法がないのか。そういうことによって、やはり我々の地域の自治体の中に知らしめてい

くということもできるわけですけれども、やはり日本の成長過程の中において、豊かさの価値観が物

質的な価値観に非常に考えられている中において、まだ町民、国民的なレベルの中においては、より

早く、より便利に、より物が多いことがいいことだ、少し休みさえすれば景気がよくなったのだか

ら、またよくなるというふうに思っているわけです。ここら辺のところが、やはりもう成長過程から

安定過程に行かなければならない日本としては、自治体そのもの自身もそういうわけにはいかなく、

依存体質の脱却という問題を考えていかなければならない中において、国民的なレベルはまだそのレ

ベルの状況にいるというところを、どのように解釈しながら、これからの方向性を包んでいくのだろ
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うかというふうにいきますと、そういう意味では、ただ地方分権、よりよく皆さん方のやりやすいよ

うにやってくださいという、非常に大義名分的なものがありますが、その陰に隠れたものを、私、一

町村の首長としていきますと、おまえら勝手にやれだというような感覚を非常に強く、その間に挟ま

れたサンドウィッチ症候群ではないですけど、そこら辺のところで非常に首長さんが悩んでいるとい

うところも事実でございます。 

 そこら辺のところで、できればそういった問題をある程度手助けしていただきながら、うまく国の

状況の思う方向へ進んでいくような状況ができればいいなと思っていますので、新たな公の信用され

ないという問題と、先ほど河田先生が言っていた問題点もまるで同じなのですけど、少し高嶺の花み

たいな状況で、こうやりますと言っていながら、では、どういうふうにやるのかというところが全然

見えてこない。この中に、やはり一生懸命我々も、国の施策とあわせてやっていこう、これからのひ

とつの日本社会はこう行くべきだなというふうには思っているわけですけど、なかなか意識改革がし

得ないというところがございます。さまざまな面で意識改革は試みているわけなんですけど、やはり

今まで培ってきた思考回路を一遍に変えろというのは、これは無理なことであって、これを徐々に変

えていく上においては、国全体からも、やはり国民の感情レベルに訴えたひとつの施策をやることに

よって、この分権の相乗効果が出てくるのではないかと感じます。 

 以上です。 

【森地部会長】  ありがとうございます。 

 この辺で一度お答えをいただいて、もう１ラウンドしたいので、なるべく要領よくお願いいたしま

す。 

【総務省大臣官房企画課長】  総論から各論に至るまで、いろいろとご指摘、ご質問、ありがとう

ございました。 

 まず、いただいた各論について、それぞれ担当も来ておりますので、お答えしていきたいと思いま

す。それで、ひょっとしたらまた漏れるかもしれませんので、そのときはまたご指摘いただくという

ことで、とりあえず順次ご説明…… 

【森地部会長】  なるべく短くお願いします。 

【総務省】  まず私から、新たな公を育成するための支援策について、どのように考えているのか

というお尋ねにお答えしたいと思います。 

 本日、資料でもお示しいたしましたコミュニティ・ファンド形成事業というのは、まさに新たな公

を育成するための支援策の１つであるというふうに考えてございます。今後またこのような事業が幅

広く広まっていきますように、工夫啓発というのをしていきたいと思っておりますし、使い勝手が悪
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いというようなご要望が地方公共団体の側からあるようであれば、それは真摯に対応、相談、検討し

たいというふうに思ってございます。 

 また、地域型・住民参加型市場公募地方債につきましても、平成１３年度に１団体でスタートしま

して、平成１９年度では、計画ベースでございますけれども、１３０団体程度まで広まる見込みでご

ざいます。また、これは一部の地域でございますけれども、ＮＰＯバンクのようなものもあるという

ふうにも聞いてございまして、こういった動きが広まってくれるように、今必要な啓発等を引き続き

行っていくということかなと思ってございます。 

 以上です。 

【総務省】  続きまして、市町村合併の関係からまずお答えさせていただきます。 

 まず、市町村合併についての現状の認識、あるいは状況についてでございますが、現在、いわゆる

平成の合併と呼ばれてございますけれども、平成１１年３月３１日時点、３,２３２市町村ございま

したが、現在、１,８１４団体という形になってございます。本年度末、ことしの３月３１日時点で

１,８０４にまで減少する見込みでございます。 

 それで、まずプラス・マイナスの判断、あるいはメリット／デメリットというご質問がございまし

たが、各市町村等々からいろいろご意見等々伺ってございますと、１つのやはり大きな効果といたし

ましては、何よりも行財政の基盤強化につながったという声をいただいておるところでございます。

その面としましては、多様なご意見、効果をいただいておりますが、例えば、非常に厳しい経営環

境、財政状況の中で、従前であればやはり切り下げをせざるを得なかった住民サービスというのが何

とか今維持できているというのは、ひとつ大きな効果ではないかというような声も聞かされておると

ころでございますし、また、当然、合併に伴う行革の効果、これはまだ取り組みが始まったばかりで

ございますけれども、着実に表れているというようなご意見もいただいております。 

 それから、マイナス面のご意見としましては、通常よく言われてございますが、吸収された周辺の

地域がやはりさびれていってしまうのではないかというような声がございます。ただ、その検証が本

当にそうなのかどうかということも、まだ時間がかかろうかと思いますけれども、各団体におきまし

ては、そういった周辺部対策といいますか、そういった市町村内での取り組みということについて意

を配られておられるということでございます。 

 それから、広域行政施策、あるいは今後の合併のあり方についてでございますけれども、こちらに

つきましては、我々の認識としましては、やはり地域の基本的な行政サービスを維持していく上で

は、ある程度の規模・能力というのはやはり必要だろうということを認識してございまして、特に小

規模な市町村につきましては、引き続き市町村合併の検討・議論というのは進めていっていただきた
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いということを考えてございます。現在、まだ合併の新法で、あと３年２カ月程度期間が残ってござ

いますが、その期間内に引き続き合併の議論を進めてまいりたいということでございます。 

 それから、新しい公共空間の関係で、何点かご質問をいただきました。 

 まず、配付しております資料の７ページのこの図についてのお話がございました。従前、公共と行

政がほぼ一致していたということでございますが、ただ、それから外れる、例えば、公共交通等々の

問題はどう考えるのかというようなお話があったかと思います。それについて、当然、全く除外して

いるとか、失念していたというわけではなくて、あくまで抽象的なイメージ図としてこれは整理した

ものでございまして、当然そういうものはあろうということは認識しているわけでございますし、 

かつまた、ご指摘がございましたが、今までの公共サービスのあり方のとらえ直しというものがあろ

うかと思います。７ページの右側のところにも一部触れさせていただいておりますが、当然、公共サ

ービス、公共の範囲というのも、かつてのとおり固定的なものではなくて、従前外側にあったものが

順次取り込まれていくということも当然あろうという認識で、このイメージをとらえているというこ

とでございます。 

 それから、民間委託の問題につきまして、現在検討しておる状況について紹介していただきたいと

いうお話がございました。多様な論点にわたってございます。実は昨年の夏に中間論点整理という形

でとりまとめをし、公表しているわけでございますけれども、その中で、先ほど来お話がございまし

た委託先のモニタリングのあり方について、具体的な手法をどう考えていくか、これは先進的な自治

体の取組も踏まえて検討を行ってございますし、あるいは、地域協働という観点から申し上げます

と、地域ＮＰＯ等々と契約を結ぶにあたって、従来の民間企業との委託関係におけます市場原理とい

うものは、必ずしも１００％貫徹し得ない部分というのはやはりあるのではないだろうか、そういっ

た議論なども行われているというところでございます。 

 以上でございます。 

【総務省】  続きまして、寺島委員からご質問ございました、指定都市の数の増加、それから、市

町村合併、市町村の広域化、これらが道州制の議論を促すのではないかという点、それから、これに

関連いたしまして、地域配置の整合性、それから分権化に伴う総務省、中央省庁の役割、機能の縮

小、こういった問題についてでございます。これらについては、いずれも道州制の議論との関連にお

いて、政府にて検討・議論がされているところでございます。 

 まず、指定都市について申しますと、これまで県内に２つ指定都市がありますのは、神奈川、それ

から福岡であったわけですけれども、今年４月に堺市が指定されたことによりまして、大阪府がこれ

に加わりました。また、本年４月から浜松市が指定されますので、静岡県もこれに加わるわけでござ
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います。その意味で、４府県が県内に政令市を２つ持つ府県となる、こういうことになるわけでござ

います。 

 そういたしますと、指定都市というのはおおむね県の仕事の大方を処理する市と、このように観念

されておりますので、その意味で、市町村、政令市と県の役割の相対化が始まる。それから、もう１

つ、一般的に市町村が広域化することによって、そのサイズ、あるいは数において、都道府県と市町

村の相対化が進む。こういったことが、いわゆる都道府県の役割、機能の空洞化という議論を招きま

して、現在の道州制の必要性を支える大きな理由の１つとして、この実態が迫ってきている。これも

あって、昨今、道州制の議論が進んでいるのだと、このように政府としては認識をしているところで

ございます。 

 もう１つ、道州制との関連で申しますと、現在、広域の行政を担う地方団体として都道府県がある

わけでございますけれども、それよりも広いブロック単位で国の地方支部部局、いわゆる出先機関が

多数存在するところでございます。こういったものの配置の整合、あるいはその役割についても、俗

に言う二重行政、重複行政の議論もございます。こういったことも、道州制の議論の中で解消すべき

課題と、考えられているところでございます。 

 実は昨年の２月に、地方制度調査会という審議会から、「道州制のあり方に関する答申」という答

申が出ております。この中で、道州制をどのように考えるかという点につきまして、単に地方の制度

改革ではなくて、国と地方双方の政府の再構築であると、考えられています。その中では、内政、地

域にかかわる施策については、企画立案から実施までを道州市町村が担えるようにすべきである、こ

のようなコンセプトが示されてございまして、これに伴って、おのずと中央省庁の役割・機能という

のも、重点化・順化の方向に向かうべきではないか、それに伴って具体的な組織のあり方、役割のあ

り方、こういったことも今後議論が進められるべきではないかと、このように報告書ではまとめられ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

【総務省】  消防につきましてもご指摘をいただきまして、ありがとうございました。 

 消防といたしましては、地域の消防、防災力向上のために、消防団の数が今減っていて大変問題に

なっているわけでございますが、それのみにとどまらず、常備消防の強化、消防団の確保、それから

自主的な防災組織での取り組み、住民の皆様お一人お一人の災害対応の知識ですとか能力の向上、こ

ういった地域の総合力で対応していくべきであろうというふうに考えております。 

 その中で、消防団につきましては、ご指摘ございましたように、単に人数が減っているから、それ

だけが問題ということの問題意識ではいかんと思っておりまして、質の確保とともに、量の確保につ
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いてもしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

【総務省自治行政局地域振興課過疎対策室長】  交流居住の関係でお答えいたします。 

 最初に、空き家のご質問がありましたけれども、確かにＮＰＯだけですとなかなかやりにくいとい

う点もあろうかと思いますが、そういうところでは、例えば、江津市のように、行政も一緒になって

取り組んでおりますとか、あるいは、ところによっては、かなり市町村が中心になって空き家バンク

を設けている、そういう取り組みをしているところもありますし、あと、資料の２７ページに、「過

疎地域集落再編整備事業」という説明がございますけれども、１９年度、来年度から住宅団地を整備

する場合、今まで新規に団地造成ということだったのですが、今ですともう空き家ストックがかなり

あるということで、地方団体からも、空き家を改修するようなものについても助成をしてもらえない

かという要望もございまして、新年度からは、自治体が取得をして、それに改修補助ということも新

たに取り組みたいと考えているところでございます。 

 それから、同じ２７ページの「地域間交流施設整備事業」、これにつきましては、従来は新規施設

ということでありましたけれども、数年前から、これまたやはり同じく、既存ストック、学校施設を

使いたいとかいうこともございますので、むしろ最近は既存ストックの改修というものが増えて、そ

れを改修して交流拠点にしているということでございます。 

 それから、集落の再編との関連で、残された高齢者、自治体だけではなかなか解決困難だというご

指摘もございまして、集落機能、大変大事なのですが、それが人口減の中で弱体化しているというの

も事実でございますが、ただ、今回、市町村合併の中で、集落の機能再編というような動きもかなり

出てきてございます。私どもは、合併の中でそういう集落機能をまた活力を与えるというような事例

も昨年とりまとめまして、できるだけそういう成功事例も普及するような形で取り組んでいるところ

でございます。 

【総務省大臣官房企画課長】  あと、情報通信の人材育成のお話がありました。セキュリティをど

うしているかというお話ですけれど、地方公共団体ももちろん非常に困っておりますけれども、中小

企業もそうですし、中央官庁においても同じです。ただ、セキュリティの必要性は当然ということで

ありまして、今、国ではやっておりますし、公共団体でも進めつつあるのは、ＣＩＯ補佐官を置い

て、そして最適化をして、システムのむだをなくす。それから、セキュリティについても、民間にア

ウトソースするといったような形でセキュリティを万全にするとともに、なかなか難しいのですけれ

ども、専門的な人材を育成すべく、そのためにはある程度組織の規模がないといけないというところ

もありまして、それぞれやっているという、それが実態であろうかと思います。 

 あと、非常に大きなお話を幾つかいただきました。特に霞が関と地方公共団体と意識がずれている
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のではないか、意識を具体的に埋める努力をどうしようと思っているのかというご指摘がありまし

た。はっきり申しまして、最近の動き自体、私ども自体が面食らうことが非常に多いというのが実態

であり、おそらくそれを我々が外部に向かって発信しても、なかなか意のあるところは通じないとい

うこともあると思いますし、各論がなかなか聞こえてこないというのもあると思います。ただ、非常

にドラスティックに今動かざるを得ない状況であるがゆえに、できるだけコミュニケーションは厚く

する必要があると考えておりまして、大臣以下、できる限り機会をとらまえまして、地方へ出て行っ

て、実際にこちらから生の声でお話をする、あるいはお話を聞かせていただくというようなことを最

近大分やってきておりますし、特に今年上期あたりでは重点的にやりたいというふうに思っておりま

す。 

 相当たくさんご質問いただきましたけれど、とりあえずまずお返しします。 

【森地部会長】  あと数分でございます。どうぞ、小林委員。 

【小林委員】  それでは、簡単に申し上げます。 

 これまでの議論で、制度としての行政、市町村とか都道府県の広域化の議論は大分出されました。

私、今、まちづくりにかかわっている者としては、それと逆の方向ですね。例えば、ある行政の地域

の中で、あるエリアがまちづくりの活動をやろうと。具体的には、例えば、中心市街地の活性化をや

ろうと。そこで、ある組織を立ち上げる。海外では、例えばアメリカでは、そういう組織を立ち上げ

ると、ご存じのように、ＢＩＤという、ある意味での行政的なエリアとしてとらえられて、例えば固

定資産税をプラス・アルファ分、そのエリアには取ることができて、それをＮＰＯの活動資金にでき

るというような仕組みが動いているわけです。数年前に東京都の都市ビジョンを描いたときに、東京

都の都市ビジョンの中にその議論を具体的に書き込んでおいたわけです。東京の新橋の汐留でそうい

う組織が生まれて、そういう活動をやろうと。しかし、日本ではそういう仕組み自体が時期尚早で難

しいと。おそらく総務省にかかわる固定資産税の部分だろうと思いますが、そういう判断がされて、

うまく動いておりません。ただ、ニーズは大変高いものがあります。その辺を具体的にどういう議論

がされているのかということがわかればよろしいのですけど、あるいは方向性として、そういうのは

日本では間違っているのだという判断を今総務省はお持ちなのか、将来的にはそういう可能性がある

のだというふうに判断されているのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

【森地部会長】  ありがとうございます。 

 まだご発言されていない方にお願いします。来生先生、どうぞ。 

【来生委員】  情報通信インフラの重要性という１７ページあたりの基本的な考え方をちょっとお

教えいただきたいのですけれども、「しかし」以下のところで、私の危惧は、民間事業者に対する補



 24

助だけではなくて、地方政府に対する補助も、そのシステムとして考えている。そのときに、過剰投

資になるおそれというものをどう評価しているのか。多分、高速道路の二の舞というようなことが起

きはしないかと。そこは、民間事業者だったら縦横に対応してやるのでしょうけれども、政府が判断

して計画的にやるということになると、どうしても過剰投資に引っ張られはしないかという危惧があ

るので、そこいらはどうお考えかということをお教えいただければと思います。 

【森地部会長】  どうぞ、関根委員。 

【関根委員】  すいません、２つあるのですけれど。 

 １個は、テレワークの部分なのですが、確かにワークライフバランスですとか、市民が地域社会の

中で役割を果たしていく、また、要介護の親を地方に置いている場合に、皆さんたち省庁の方々や企

業の社員というものが、身分を保証したまま地方で生活をする、そういったことのために、テレワー

クは今後日本の国土計画においても非常に大事だと思っているのですけれども、今回いただいている

この資料だけ見ていますと、昨年の再チャレンジのデータと、それから、２５ページに出ているの

は、どちらかというと１７年度のものばかりなのですね。ですから、現実にあと３年しかない、この

２０１０年までのテレワーカーの数を倍増するというのに対して、一体具体的にどういった施策が行

われるのか。今の再チャレンジのデータで見ている限り、実証実験ぐらいしか具体的なものが何も上

がっていない。これで一体どうやって増やせるのかというのがよくわからないというのが１つです。 

 それと、先ほどの消防団員についてなんですけれども、現在、外国籍の方は消防団員になれないと

いうのが自治省側にあったと思うのですね。これは、例えば、高齢過疎の地域において、留学生や企

業からの研修生のような人たちも入れていけるような、そういうパターンというのは今後考えられる

のか、この２点についてお伺いしたいと思います。 

【森地部会長】  どうぞ。 

【村木委員】  すいません、１つだけなのですが、２１ページの「ユビキタス・コミュニティ」の

構想というこの絵を見ながら思ったことなのですけれども、ユビキタスの意味って非常に大きくて、

人の社会への参画という観点では、この絵が示しているとおりのことが実現しているのだろうと思う

のですけれども、現状を見ていると、どちらかというと、目的に従った、例えば、安心・安全だった

ら、それによるコミュニティというのができて、特定の小さなエリアの中での意見交換というよりか

は、どちらかというと、他地域と日本全国または世界とつなぐという形で、目的意識でのつながりと

いうのが非常に多くなっているように思います。 

 地域の活性化という観点で考えると、こういったいろいろなコミュニティができたときに、それを

どうやってつないでいって、この真ん中にできた人々が集まって、そこの活性化をしていくのかとい



 25

うことになると思うのですけれども、できてきたコミュニティ、ユビキタス・コミュニティというの

をどういうふうにつなぐプラットフォームというのをつくっていこうとしているのか、それは、例え

ば電子自治体のようなもので、ただ一つの箱をつくったからといって、本当の活性化になるとは思わ

ないのですけれども、その辺はどのようにお考えになっていらっしゃるのかなと思いました。 

【森地部会長】  ありがとうございます。 

 私からも１つだけ。広域地方圏の計画で、都道府県間の合意形成をどうするかということが一番難

しいところだと思うのですが、これに対する何かインセンティブだとか、それを解決するような政策

をお持ちかどうか。今でなくても結構です。将来的にでも結構ですが。 

 それでは、もう時間がほとんどないのですが、すみません、よろしくお願いします。 

【総務省大臣官房企画課長】  それでは、消防と都道府県間合意の話以外のところをお話ししたい

と思います。 

 まず、税、固定資産税のお話が出ましたけれど、我が国におきましては、税というのは、担税力に

見合った財源として見て、それで、特定財源は特殊なものであって、ほとんどは一般財源になって、

行政サービスを満たすものという、そこの伝統的考えが非常に強かったことは間違いなく、政策的意

図からの税制というのは、例えば、グリーン化税制とか、非常に例外的なものであったということ

は、これまでそうでした。 

 これから、ではどうなるかということですけれども、やはり必要に応じてそういう政策的税制とい

うのは出てくると思います。これは、政府税調もそうですし、特に我が国の場合、税は与党で非常に

大きく決まるということもありますので、今後の勉強課題にさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、デジタル・ディバイド、山の中のインフラをどうするというお話がございましたけれ

ど、今、ユニバーサルファンドというのがようやく動き始めてきております。これは、７円どうする

という話でございますけれど、電電公社が民営化されたときに、あまねく義務というのが電話にはか

かりました。ところが、競争していくと、山の中のサービス維持が非常に困難であり、そこはＮＴＴ

以外の会社にも面倒を見てもらって、それをそのプールした原資で不採算地域をやっていこうという

ふうになっております。ただ、７円でも非常に大きな問題が出てきておりまして、今、新たなユニバ

ーサルファンドということで、山の中まで全部、都会部での売上をベースにしてどんぶりでやるとい

うことになると、今の段階ではちょっと現実的ではないというのが、珠算的にはなるわけでありま

す。 

 それで、残っているところはどうかというところですけれど、大体不採算地域でＮＴＴでもちょっ
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と手がつかないというところが残っておりまして、これらにつきましては、地方公共団体が整備し

て、民間に運営を委託するというようなものが、移動鉄塔ですとか、あるいはケーブルテレビなど

で、ここ１０年来あります。ただ、予算原資が非常に小さいということもありまして、補正予算など

があったときに、一部やろうじゃないかという県では取り組まれており、三重県とか富山県において

は、ケーブルテレビを使った形でブロードバンド対策は済んでおります。その費用自体というのが、

大体１県あたり数十億円程度ということでありまして、道路とはやはり相当規模が小さいというのが

１点と、それから、あと、運営等につきましても、民間が最終的に入ってきますので、そもそも整備

をしても、ちゃんと運営してくれる人がいるかどうかというところもありまして、過剰投資というよ

りは、むしろ本当に運営してくれる人がいるかどうかと、そっちのほうがむしろ問題になっていると

いうのが、今のところの実態であります。ただ、いずれにしましても、山の中ほどブロードバンドの

威力が発揮できるということは間違いないわけで、公設民営型などを中心にしつつ、かつ、あまり財

政負担にならないように取り組んでいくということが重要だろうと思っております。 

 それから、テレワークでございますけれども、おっしゃるとおりでありまして、総務省でやれます

のは、モデル事業のようなところにお金をつける、あるいは、テレワークがこんなにいいものだとい

うことをＰＲするというところまではできるわけですけれども、基本的に使うか使わないかというの

は、それぞれの企業ということになります。その企業にもしインセンティブを与えるとかという話に

なってくると、これはまた情報通信行政なのか雇用行政なのかという、特に量的になってくる段階に

なってくると、情報通信行政ではちょっと難しいというところも実際問題としてございまして、でき

る限り厚生労働省と連携をとりながら、うまく進めていくということで、宿題でお預かりさせていた

だきたいというふうに思います。 

 それから、ユビキタスの先ほどのでございましたけれども、今までのコミュニティというのは、実

際会う人ばっかりがそうであったわけですけど、ネットでは、むしろ同じ気持ちの人たちが集まると

いうのが強いというのは間違いなく、空間を飛び越えたコミュニティができているのも事実です。た

だ、人間は生身を持っていることも間違いないわけでありまして、特に介護の問題などでは、その地

域ごとでの実際のコミュニティにネットワーク上での有識者が参加するといったような形での取り組

みが、その地域ごとに少しずつ出てきているというのが実態です。この種のものについて、役場、あ

るいは中央官庁が出ていくよりは、むしろその地域のオピニオンリーダーたる人たちがでんと座って

いるところに大体集まってきて、ネットワークもうまく使われ、かつ、活用しながらというのが実態

かと思います。おそらく、まだまだリアルにプラスのバーチャルの部分というのはあまり経験がない

もので、試行錯誤しながらということになると思いますけれども、行政としては、できるだけ環境を
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整えていくというところになるのかなというふうに思っております。 

 あと残り、消防と、それから都道府県間の合意の話。 

【総務省】  それでは、消防に関しまして、外国人の方の消防団への任用等々につきまして、お尋

ねいただいております。 

 まずは前提としまして、消防団は、消防職員と同じ公権力の行使をつかさどる地方公務員というこ

とになりますので、いわゆる外国人の方を公権力の行使をつかさどる公務員には直接任用できないと

いう、いわゆる当然の合理というのが、公務員制度の中で言われておりまして、その全体論を無視し

ては、なかなかやりづらいという現状がございます。 

 一方、例えば、地震ですとか火災予防に関する知識の普及啓発、それから避難誘導の際、それから

避難所での生活、こういったことにつきまして、外国人の方といいますのは、言語の面、それから生

活習慣の面でさまざま、いわゆる私たち日本語をしゃべる人間とは違った環境下にあることも事実で

ございます。そういった中で、そういった方たちへの支援としまして、例えば、日本語もできる外国

籍の方の通訳なり生活指導なり、そういった面でのアドバイザーとしてご活躍いただくでありますと

か、それから、地域の自主的な防災組織の一員としてご活躍いただく。こういったことは、大変地域

の防災力を高める上で大事なことかと思っておりまして、そういった面で、現在、多文化共生の推進

に関する研究会といった中で、先進事例の収集等をさせていただいているところでございます。 

【総務省】  最後に、森地部会長からご質問をいただきました、県間の合意形成についてでござい

ます。 

 県間の合意形成、数都道府県にわたる合意形成は、都道府県制度ができて以来、ずっと課題であり

続けたということだろうと思います。この間、制度面、それから運用面でさまざまな試行錯誤があり

ました。制度面で申しますと、昭和４０年代に地方行政連絡会議という、都道府県知事、それから政

令指定都市長、国の出先機関の長が入った、広域ブロックでの合意形成を図るための組織が法律施行

されておりますけれども、なかなか実質あるものになっていないという実態がございます。それか

ら、県間で広域的な合意形成を図るために、平成６年に広域連合制度という制度がつくられましたけ

れども、これも運用がいわば重たいということから、現在でもそれほど活発には使われていないとい

う現状にございます。 

 一方で、運用面で申しますと、例えば首都圏ですと、首都圏サミットという形で８都県市の知事さ

ん、市長さんが集まって、ディーゼル排ガスの規制の合意をすると、こういったような運用例はある

ところでございます。関西でも、ＥＵにならいまして、ＫＵ（関西連合）というような発想が提言さ

れまして、複数の関西の首長さん、それから経済団体の方も入った形で、県間、ブロック内の合意形
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成を図ろうと、こういうような取り組みも見られるところであります。 

 いずれにしましても、まだ確たる決め手となる合意形成の方法、システムが確立していないという

のが現状であろうかと思います。先ほどお話ししました道州制の議論も、１つは、そこに端を発して

おりまして、やはりブロック単位で責任ある民主的なプロセスを経た合意形成をするためには、やは

りそこに一つの政治行政主体としての道州が必要ではないか、このような問題意識から発していると

ころもあるよと、このように我々考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

【森地部会長】  どうもありがとうございました。まだあろうかと思いますが、もう時間が大分過

ぎておりますので、この辺にしたいと思います。大変短い時間に要領よくお答えいただきまして、あ

りがとうございました。追加でまた教えていただきたいこと等あろうかと思います。事務局を通じて

お願いしますので、その節はよろしくお願いいたします。どうも大変ありがとうございました。 

 それでは、次に移りたいと思います。農林水産省よりご説明いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

【農林水産省農村振興局企画部農村政策課長】  農村政策課長の坂本と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 まず、農業関係からご説明をさせていただきます。資料３－２ということでごらんいただきたいと

存じます。目次でございますけれども、８ページまでに状況という資料、その後、施策の展開という

資料構成になってございますが、おめくりいただきまして、１ページでございます。 

 まず、状況といたしまして、食糧自給率、右上のグラフをごらんいただきます。昭和３５年に、水

色の棒でございますが、自給率、カロリーベースで７９％でございました。平成１７年、右端でござ

いますけれども、現状で自給率４０％でございます。その下のグラフをいただきますと、フランス、

アメリカ等の農業国は１００％を超えて推移してございますが、ドイツ、イギリスでも戦後自給率が

上がってきているという中で、日本、韓国も同じなのでございますが、自給率が減ってきております

ということでございます。ただ、これ、カロリーベースでございまして、生産額ベースということで

後ほども出てまいりますが、現状で６９％ということでございます。背景的には、上のグラフを見て

いただきますと、米の消費量、青でございますけれども、半分ぐらいに減ってきている。それに対し

て、黄色の畜産、緑の油脂等は４倍ぐらいに増えて、食生活が変わってきていて、それに対してなか

なか対応しきれていないということが背景でございます。 

 おめくりいただきまして、耕地面積という資料でございます。グラフの右のラインでございます

が、これが全体の耕地面積ということで、ピークが、紫で書いてございます昭和３６年の６０８万ヘ
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クタールでございます。それに対しまして、４６９万ヘクタールということで、約１４０万ヘクター

ル減少しているというのが実態でございますが、このグラフの青の棒が造成の面積、それに対しまし

て、赤の棒が転用あるいは耕作放棄というふうな各年、毎年の減っているという原因でございます。 

 おめくりいただきまして、世界の人口と食料需給の見通しということでございますが、左上のグラ

フが、人口の推計値でございます。この紫が中位の推計で、現状２０００年で６０億人程度と言われ

てございますが、５０年後には９３億人という推計がされてございまして、その関係で、穀物の消費

量も、５０年間で６６％増加するだろうというふうに見通されてございます。 

 おめくりいただきまして、先ほど耕作放棄地が減少の理由というふうに申し上げましたが、左のグ

ラフでございます。昭和６０年の耕作放棄地の現状で、１３万５,０００ヘクタールでございます。

それに対しまして、平成１７年で３８万６,０００ということで、増えてきているという状況でござ

いますが、右で、背景を調べてございます。一番大きな理由といたしまして、高齢化、労働力不足

と。高齢化によりまして、生産条件の悪い傾斜地等ではなかなか労働が辛いというようなことで、耕

作放棄が行われているということが背景でございます。 

 おめくりいただきまして、農業構造の実態ということで、就業者人口をまず左のほうで挙げてござ

います。ちょっと小さくて恐縮でございますが、緑の棒グラフをごらんいただきますと、昭和３５

年、左端で、１,４５４万人という就業者人口に対しまして、平成１７年では、３３５万人というこ

とで、大きく減ってきてございます。また、一方、このグラフで赤い折れ線で示しておりますのが、

６５歳以上の農業就業者人口に占める割合ということでございまして、平成１７年には、５８％が６

５歳以上だというような状況でございます。その下をごらんいただきますと、平成１２年が、これが

実数でございまして、年齢構成別の農業従事者人口ということでございます。それが、２２年で横滑

りをしているということでございまして、この点線が７０～７５のラインでございますけれども、こ

の辺からやはり高齢化等によって就業者人口が減るような傾向で、もう１２年の山が突入していると

いうようなことですから、もっとどんどん今ピークで減っている時期という状況でございます。それ

に対しまして、右の表でございますけれども、平均的な経営規模という意味では、昭和３０年代に比

べて、あまり大きくは改善をしてきていないというような数字でございます。 

 おめくりいただきまして、そういうような背景から、左のグラフは、農家の高齢者の割合というこ

とは、これはもう当然全国の高齢者の割合よりも高い数字というような状況と、あと、混住化が進ん

でいるということで、昭和４５年は半々ぐらい、集落の中で非農家が半分ぐらいでありましたのが、

今はもう９割というような状況だということでございます。 

 またおめくりいただきまして、７ページは、消費者の関心ということのアンケートを左に挙げてご
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ざいます。やっぱりかなり高いのが、健康・安全志向ということでございますが、若干おもしろいの

が、２番目が美食志向ということでございます。そういう意味で、栄養バランスへの配慮等も、消費

者の関心になっているということでございます。 

 続きまして、農業の多面的機能という意味での資料でございます。左のほうのポンチ絵で挙げてご

ざいますが、左のほうに土砂災害の関係が挙げてございます。その横のように、雨水の保水・貯留、

あるいは水質浄化、水源かん養、あるいは自然環境、良好な景観の形成というようなさまざまな機能

を挙げてございます。右側にちょっとアンケートで、上の２項目をごらんいただきたいと存じます

が、都市住民の関心という意味で、家庭菜園をしてみたいという割合が半分以上、平成２年よりも増

えてきております。その下も、体験的な農作業をしたいという割合もかなり増えてきているというよ

うな、農業に対する関心が高まってきているという状況でございます。 

 ９ページ以降、施策の展開でございますが、まず法律の考え方を挙げてございます。左側が、農業

基本法ということで、昭和３６年に制定された法律でございますが、その基本理念といたしまして、

農業の発展により、他産業との間の格差を是正するということが目的でございました。昭和１１年

に、基本的に農業だけではなくて、食料の観点、あるいは農村という観点も入れまして、食料・農

業・農村基本法というような基本法に改正されてございますが、理念としては４つの理念、まず食料

の観点から言えば、安定供給、食料の安全保障というような観点が入っているのと、今ご説明いたし

ました農業の多面的機能を発揮していくのだと、農業本体につきましては、農業の持続的な発展、さ

らには、農村というような観点での振興も考えていかなくてはいけないというような４つの理念に変

わったということでございます。 

 おめくりいただきまして、１０ページですが、この法律に基づきまして、食料・農業・農村基本計

画というのを決めているということでございますが、個別には後ほどご説明をいたしますので、この

ページでは省略をさせていただきます。 

 おめくりいただきまして、最初にご説明しました食料自給率につきまして、一応目標というような

ことを掲げさせていただいているということで、左側の表でございますけれども、現状、カロリーベ

ースで４０％、１５年のデータでは７０というのを踏まえまして、平成２７年度の目標といたしまし

て、５％程度高めていくのだという目標、カロリー的には、将来的にはやはり半分は目指すんだろう

というようなことでございますして、欧米化した食生活の見直し等の食事等の推進、あるいは輸出の

促進というようなことで、この自給率を高めようというようなことでございます。 

 おめくりいただきまして、１２ページが、これは平成１９年からの施策ということで３つ挙げてご

ざいますが、私ども、今これを戦後最大の農政改革というようなことで申し上げているところでござ
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います。背景的には、ご案内のとおり、米価という意味での価格政策からの転換というふうなことが

ございます。ご案内のとおり、市場に任せていくのだという流れの中で、左の項目でございますけれ

ども、価格というのではなくて、生産調整と。それも、かつては国が配分をする、割り振りを決め

て、それに対する交付金というような施策というようなことで進めてございましたが、若干それもさ

らに修正を加えてございまして、その生産調整というのを農業者団体に任せるというようなこと、あ

るいは、国が一定の指針でお金を配るということではなくて、地域ごとにお配りする方を政策的に考

えてお配りをしていただきたいと、１９年度から方向転換を考えてございます。また、価格政策とい

う意味では、米以外にも、真ん中の欄の下から５行目に書いてございますが、麦、大豆、てん菜等に

ついても、買取、あるいは交付金ということで価格政策を実施してきたわけでございますが、こうい

った価格政策ですと、もうとにかく市場と関係なく、つくればつくっただけ収入が入るということ

で、市場の動静を見据えた生産ができないということで、ＷＴＯからもそういう補助金の削減という

ことのご指摘を受け、諸外国はデカプリングということで、価格政策から経営対策というふうな政策

転換の中で、日本も、幾らつくったらというよりも、過去の生産高等を踏まえながら、経営の対策と

いうことで諸外国との条件格差を補てんするという政策に転換するということでございます。 

 さらに、もう１つこれが大きな眼目でございますけれども、この真ん中の楕円の中に書いてござい

ますように、担い手に対しまして施策を集中するということが大きな柱でございます。担い手という

のは、こういった米とか麦というのは、土地利用、要するに、土地の面積が広いほど効率的だという

ふうな農業でございますが、そういった観点から、一定の面積、個人的には４ヘクタール以上、ある

いは、集団でまとまっている集落営農では２０ヘクタールというふうな面積要件で、そういったまと

まりのある者に対して支援を集中していくというふうな政策転換を大きく図るということでございま

す。 

 背景的には、先ほどもごらんいただきましたけれども、高齢者が増えて、どんどん耕作放棄地も増

えるという、そういう状況の中で、そういった高齢者、耕作放棄地の受け手を育てていくという観点

と、さらには、効率性ということで、機械を集約的に使う、あるいは農地を集約することにより作業

の効率を図るというような方向で、政策を進めることでございます。 

 さらに、右でございますけれども、価格政策というのではなくて、個別の政策というようなこと

で、農地とか、あるいは農業用水を保全するために、共同作業をしなくてはいけない。こういった共

同作業を応援していくという意味での対策もということで、分業して推進をするということでござい

ます。 

 おめくりいただきまして、今のご説明いたしました農政改革に加えまして、大きなお話といたしま
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しては、真ん中の下ぐらいでございますけれども、一般企業の農業への参入促進ということがござい

ます。これは、まず特区というような形で平成１６年から進めてございますが、平成１７年には、根

本的な法律の改正というようなことで進めているところでございます。基本的なやり方といたしまし

ては、所有権の移転という形ではなくて、リース方式というようなことをベースにしてございます

が、また、先ほどもご説明いたしましたように、担い手に農業・農地を集約していくというような観

点との、政策的なバランスを配慮するというようなことから、対象のエリアについては一定の限定を

設けてございまして、市町村のほうで耕作放棄地が相当程度あるエリアを中心にエリア設定をし、そ

このところを開放していくというような形になってございます。ただ、１６年の特区の段階でも、７

１社の企業の方にお入りをいただき、１７年度には１５６社という状況でございます。２２年には５

００というような形で伸びていくだろうというふうに考えているところでございます。 

 おめくりいただきまして、知的財産の保護ということでございますが、これは背景的には、日本で

開発された新品種、これが外国に持ち出されまして、逆に日本に輸入されるというような事態、ある

いは、和牛のいい精液が外国に持ち出されて、和牛と称されて日本に輸入されてくるというような事

態を受けまして、知的財産の保護の強化という意味で、先ほどの植物の新品種という意味で言えば、

これは特許法ではなくて、種苗法と申しまして、種苗法で保護されているわけでございます。そうい

う意味で、そういった品種登録の迅速化等、保護の強化を、左に書いてございますが、図っていく、

あるいは、和牛の精液等の管理の徹底というような政策を進めている、あるいは、いわゆる地域ブラ

ンドと言われてございますから、地域団体商標登録についての推進というような施策の推進を図って

いるということでございます。 

 おめくりいただいて、１５ページ、右上の表でございますけれども、１６年に輸出額で２,９３４

億、１７年で３,３１０、これで１２％輸出が伸びてございます。農業の産出額といたしましては９

兆円弱という状況で、３％程度でございますが、目標として１兆円規模まで拡大していこうと。背景

的には、やっぱり諸外国の日本食品の見直し、嗜好の変化ということがございまして、下に挙げてご

ざいますけれども、りんごで８７８％、５年間で伸びてございます。これは台湾でございます。みか

んは、手むきができることでカナダ等で評判でございますし、緑茶についても、アメリカでブームが

起きていると。ちょっと細かくなりますので省略いたしますが、施策として、左に展示商談会の開催

ということで挙げてございます。その下に、日本食のレストランの認証制度と。これは、年末いろい

ろご議論がございまして、そこまで行政でやるのかというふうなご指摘等も踏まえまして、基準をつ

くっていくというような調査制度ということで、若干修正は加えているところでございます。 

【森地部会長】  すみません、時計を見ながらお願いしますね。 
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【農林水産省農村振興局企画部農村政策課長】  すいません、恐縮でございます。 

 おめくりいただきまして、これはバイオマスということで、家畜糞尿の堆肥化、あるいは再燃料、

エタノールの輸送燃料への利用ということでございます。 

 時間も関係ございますので、飛ばさせていただきます。農業生産基盤ということで、左下でござい

ますけれども、整備率が上がるほどに、労働時間が水田では５分の１に減っているということでござ

います。 

 １８ページは、これは、生産基盤と生活環境を、一体的に計画を定めて整備をしているということ

でございます。 

 １９ページでございます。中山間地域等直接支払という制度でございますが、これは、価格政策か

らの転換の中で、中山間地では、傾斜地ということで非常に作業の効率が悪くて収益が低いというふ

うなことから、その条件格差を一定補てんするというような政策で、平成１２年から進めているとい

うことでございます。 

 ２０ページは、これは１９年度からの、先ほどの３つの中の右の政策ということで、下のほうに書

いてございますように、共同活動への支援、交付金というようなことと、真ん中あたりに書いてござ

いますこの項目は、肥料とか農薬を低減した取り組みには交付金を配るというような政策的なことを

進めるということでございます。 

 ２１ページは、これは災害対策というようなことで、排水ポンプ場の整備等を実施しているとい

う、あるいは効果の図を挙げてございます。 

 ２２ページでございます。これは、都市と農山漁村との交流ということで、先ほどアンケート調査

で、都市住民に農業への関心が高まっているというデータもお見せいたしましたが、左下にもござい

ますグラフを見ていただきますと、二地域居住の願望、あるいは定住の願望があるというのが、５０

代で特に高いところがございますが、２０代でも定住の願望があるというようなことで、定住の促

進、あるいは農業体験の促進、学校での体験学習の促進というようなことが政策課題だということで

ございます。 

 ２３ページでございます。都市農業ということで、これは統計的に一定の面積でとっているところ

でございまして、左上にありますように、耕地面積２５％に対して、産出額では効率的に２９％を占

めているということでございますが、ご注目いただきたいのは、下のアンケートでございまして、円

のほうでございます。東京の農業・農地についてどう思うのかということで、現状維持してほしい、

なるべく残してほしいというのが９割を超える９０何％というデータになってございまして、緑地空

間へのニーズ、あるいは農業体験へのニーズという高さが伺われて、こういった政策の推進というこ
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とでございます。 

 ２４ページでございます。これは、団塊世代の就農ということでございますが、ご注目いただきた

いのは、右の枠の真ん中でございます。６０歳以上の就農者数が、１５年度で４万２,０００人、こ

れは学卒で１,０００人程度という中で、全体の新規就農の半分程度を占めてございます。こういっ

た定年を迎えた方の就農希望というのにしっかりこたえていくという意味での、研修等の施策を推進

しているということでございます。 

 ２５ページでございます。食の安全ということで、左下につきましては、ご案内のとおり、ＢＳＥ

あるいは鳥インフルエンザ対策ということでございますし、右のほうは、食品表示の適正化と。真ん

中のトレーサビリティというのは、これは個体別に識別番号を振って、どこで生育されたのか、売買

されたのかといったことを表示するものでございますが、牛肉については、ＢＳＥ対策ということも

踏まえまして、法定化されてございます。それ以外は、業界の自主的導入の促進と。 

 さらに、２６ページ、これは、左の現状にありますように、栄養バランス、あるいは不規則な食事

の増加ということを踏まえまして、食生活の改善等について、教育として取り組んでいくという法律

もありますということでございます。 

 ２７ページ、地産地消ということで、地域で産出したものを地域で消費してもらうという意味で、

流通コストの問題もございますが、消費者からも、「顔が見え、話ができる」関係というようなこと

で、学校教育、あるいは観光業ということで、地域で取り組んでいただいているということでござい

ます。 

 最後の２８ページは、生産者も含めまして、産学官が連携して新製品を開発していくというような

ことで、地域ごとに協議会、クラスターと言ってございますが、まとまりをつくっていただいている

というような資料でございます。 

 以上、農業関係、ご説明をさせていただきました。 

【林野庁森林整備部計画課長】  それでは、林野庁の計画課長でございます。私のほうから、森

林・林業・木材産業の関係につきまして、ご説明をさせていただきたいと存じます。資料は３－３で

ございます。 

 １ページをおめくりください。皆様方ご承知のように、国土面積の７割が森林なわけでございま

す。２,５００万ヘクタールございますけれども、こういった森林といいますのは、例えば、国土の

保全でありますとか、地球温暖化の防止でありますとか、水源のかん養でありますとか、こういった

いろいろな多面的な機能を発揮しているわけでございまして、そういった意味におきまして、私ども

の生活に恩恵をもたらす緑の社会資本ということが言えるのではないかというふうに考えておりま
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す。 

 それで、今度は林業でございますけれども、例えば、木材だとか、キノコだとか、そういったもの

を生産するわけでございますけれども、あくまでも森林の持続的な利用、こういったものを経営の前

提としているわけでございまして、林業そのものをきちんとやることが、森林の多面的機能の発揮に

も重要な役割を果たしているということでございます。 

 さらに、木材でございますけれども、木材自体が、再生産、再生可能な資源であるということでも

ございますし、また、いわゆる炭素の貯蔵庫という役割も果たすわけでございまして、そういった意

味におきまして、環境にやさしい素材だと。そういった木材をきちんと適切に利用していくというこ

とで、林業の発展が図られて、さらには森林の整備もきちんと進んでいくというふうに考えていると

ころでございます。 

 １ページのところで、基本的な考え方のところに書いてございますけれども、私どもといたしまし

ても、緑の社会資本であります森林を、後世の人々もきちんと享受されるように、より長期的視点に

立った森づくりを推進していきたいということでございます。それから、そういった意味におきまし

て、林業の発展が不可欠でもございますし、いわゆる林業・木材産業を再生して、できる限り国産材

を使っていただきたいというのが、私どもの基本的な考えでございます。 

 このページのところで書いてございますのは、昨年の９月でございますが、私どもとして森林・林

業基本法というものが基本的な法律でございますけれども、そこで、森林・林業基本計画と、森林・

林業・木材産業、これからどういうふうに基本的に持っていったらいいのですか、施策の基本方向は

どういったものですかというもので閣議決定させていただいたものでございますけれども、そういっ

た内容を記載してございます。 

 １つは、私どもとして、森林の資源でございますけれども、今現時点におきまして、いわゆる１９

４０年ごろ、いわゆる第二次世界大戦でございますけれども、そういった前後に非常に森林は荒廃し

ております。その後、いわゆる木を植えてきたわけでございますけれども、そういったいわゆる森林

の資源が、ピークは今４０年生から４５年生の森林が多いわけでございますけれども、そういった意

味で、利用可能な資源がだんだん増えてきたということがひとつございます。そういった意味で、こ

れからいろんな森林を多様な姿へ誘導する分岐点が今ではないかというのがひとつございます。 

 それから、２つ目は、森林に対するニーズが多様化しているということでございます。地球温暖化

の防止、それから災害の防止といったものもございますけれども、そのほかに、例えば、環境教育だ

とか、景観の保全だとか、いろんな国民のニーズというものが多様化している。こういったものにこ

たえて森林づくりをしていかなくてはいけないだろうというのが２点目でございます。 
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 それから、３点目は、木材の需要構造の変化、それから、新しい動きというものが出てきておりま

す。実を言いますと、例えば、合板と言いまして、いわゆる木材、丸太を大根のかつらむきみたいに

して、薄くはいでいきまして、それを縦横縦というふうに重ね合わせて合板をつくっていくわけです

けれども、いろんなコンクリートの型枠合板でありますとか、家をつくるときの、例えば壁なんかに

も使ったりするものがございますけれども、そういった合板、昔は合板工場で十数センチの直径まで

しかむけなかったのですけれども、今、３センチぐらいまでむけるように、非常に技術が進んできて

おりまして、そういった意味で、いろんな木材の利用拡大が図れてきたというようなことでもござい

まして、そういったこと、さらには、やはりいろんな外国の木材ときちんといわゆる競争をしていか

なくてはいけない。いわゆる市場原理でございますので、そういった意味におきまして、効率を高め

ていかなくてはいけないだろうと。 

 そういった意味で、こういった大きな３つを踏まえて、施策の再構築を図ったということでござい

ます。具体的には、次のページからご説明させていただきたいと思います。 

 ２ページ目でございますが、１００年先を見通した森づくりを進めるということでございます。右

のほうに人工林の現状というものがございますが、先ほどご説明いたしましたように、ここでは齢級

ということで、５年刻みのものでございますが、ここで級と書いておりますのが、大体４５年生ぐら

いの林でございます。そういったものがピークになっておりまして、こういったものがだんだん年齢

を重ねていくというのが状況でございまして、今までは５０年程度で伐採を繰り返していたわけでご

ざいますけれども、そういうことだけではなくて、いろんな国民のニーズを踏まえて、多様な森林、

例えば、真ん中の右下のほうに写真が出ておりますけれども、例えば複層林と申しまして、例えば８

０年生と２０年生みたいな、同じ場所に年代の異なった森林をつくっていくだとか、あるいは、単層

林というのがありますが、ここでも８０年生、１００年先の森林をつくっていく。あるいは、広葉樹

林をもう少し、いわゆる郷土の森をつくっていくというようなことをやっていかなくてはいけないの

かなというふうに考えているところでございまして、そのためには、やはり、このページの下のほう

でございますが、新しい作業システムとか技術の普及、いろんな意味で低コスト、コストを低くした

り、効率を上げていったりというような作業の体系をつくっていかなければいけないだろう。それか

ら、もう１つは、森づくりのために、やはり森林所有者、だんだん都会に移り住んでいるというよう

なこともございますし、そういった森づくりの知識でありますとか、そういったことがだんだん低下

しているというのが現状にございますので、例えば、地方の森林組合なんかが、そういった森林所有

者の方に、こういう森づくりをしてはいかがですかというような提案ができるように、どんどんやっ

ていく必要があるだろうというふうに考えてございます。 
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【森地部会長】  議論の時間を延ばしていただきたいので、あと５分しか農水省分は残っていない

のですが。 

【林野庁森林整備部計画課長】  わかりました。 

 次に、流域全体の保全と災害でございますが、これは、日本全体、非常に脆弱な地形でございます

ので、きちんとした森林の保全をしていきたいというようなことでございます。 

 次の４ページでございますが、花粉症の問題はいろいろ世間で騒がせておりますので、そういった

意味におきましても、例えば、花粉の少ないスギ、花粉がつかないスギとか、そういったものの技術

開発というようなものを進めていきたいということでございます。 

 それから、次の５ページでございます。森林環境教育と企業の森づくりということでございます

が、これは、右の上のほうでございますが、森林ボランティア団体の数を見ていただければと思いま

すが、現時点で１,１００を超える団体ができております。非常に森づくりに対しての関心が高まっ

ているということではないかと思っておりまして、そういった方々をいかにして森づくりに参画して

いただくか、あるいは、そういった意味での教育の問題、それから、企業の活動におきましても、森

づくりへどんどん参加していただきたい。国有林の中で、もう既に１５０社、１５０法人ぐらいが森

づくりにご協力をいただいているところでございます。 

 次の６ページでございます。国産材の利用拡大で林業・木材産業の再生を目指すということでござ

いますが、右のほうに、国産材の利用量の推移が書いてございます。最近、若干ではございますけれ

ども、増えてきているということがございます。これは、例えば、集成材でありますとか、先ほどの

合板でございますが、そういった利用が進んで、国産材の利用が増えてきたというようなことでござ

いまして、今までのように非常に苦しい状態だけという一方ではないかと思っておりますので、これ

を奇貨として、競争力の強化に努めていきたいということでございます。 

 次のページは、国有林と民有林、全体の森林の中で、３割が国有林、民有林が７割ございますけれ

ども、そういった連携をさらに強化していきたいということでございます。 

 それで、８ページ目でございますが、森林の関係で言いますと、地球温暖化防止の役割がございま

して、右のほうにございますが、日本全体として、１９９０年に比べて６％削減するということにな

っておりまして、そのうち３分の２近く、３.９とございますが、今は３.８でございますけれども、

そういった割合をカバーするということでございますので、そういった意味での森林吸収源対策を推

進していきたいということでございます。 

 最後のページでございますが、私どもとしても、国土の７割が森林でございますので、そういった

未来へ向けて、「美しい森づくり」、そして「美しい国づくり」が果たされるように努力していきた
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いというふうに考えているところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

【水産庁漁業漁港整備部防災漁村課長】  それでは、水産庁の防災漁村課長でございますが、資料

３－４に基づきまして説明させていただきます。 

 １ページ目をごらんいただきたいと思うのですが、魚介類の消費ということでございますが、ここ

にございますように、日本の場合、動物性たんぱく質の４０％ということで、世界的に見ても非常に

魚介類を食しているということでございます。 

 次のページをお願いします。水産物の自給率ということでございますが、この自給率のほうは、数

量ベースということでございます。昔は１００％を超えていたわけでございますが、平成１６年の値

で、５５％ということでございます。水産につきましても、水産基本計画という計画をつくっており

まして、その２４年度で６５％、食用魚介類の自給率目標を立てておりますけれども、この右側の上

のグラフにありますように、すう勢値よりは少し上がっているということでございますが、こういう

ような状況になっております。 

 次のページでございます。水産物の世界的需要の高まりということでございますが、先ほど、人口

が増えるという話がございましたが、日本の需要のほうは一定の感じでございますけれども、特に中

国で過去に比べて４倍以上の需要が伸びているというようなことで、水産物についても、需給の逼迫

ということが懸念されるということでございます。 

 次のページ、我が国の漁業生産量・生産額の推移ということでございますが、沿岸漁業、沖合漁

業、遠洋漁業、それに海面養殖業というようなことになるわけでございますけれども、このグラフを

見ていただきますとわかるように、遠洋漁業、沖合漁業等が非常に減少しているということで、ピー

ク時に約１,２００万トン、３兆円の生産があったものが、現在その半分ぐらいになっているという

ことでございます。 

 次のページ、漁業就業者数の動向。これも、漁業就業者数、このグラフにあるように、非常に減少

しているということと、高齢化が進んでいるということで、現在、男子就業者数の６５歳以上が３分

の１を占めるという状況でございます。 

 次の６ページ、漁村ということでございます。漁村のほうは、日本で集落数、約６,０００強とい

うことになっておりまして、海岸線を考えると、５.５ｋｍに１つ漁村がある、そういうようなこと

になるわけでございます。この左下の表を見ていただきますように、生活環境、特に下水道の普及率

等が、小都市で６０％強というのに比べまして、４０％程度ということで、非常に整備率が低いとい

うことで、都市に比べておくれているという状況でございます。 
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 ７ページを見ていただきたいと思います。水産業・漁村の有する多面的機能ということでございま

して、農業のほうでも多面的機能というご説明がありましたが、水産のほうも、ここに挙げますよう

に、監視機能、循環・環境機能、雇用・伝統、交流というようなことで、右が試算させていただいて

いるわけでございますが、年間約１１兆円の資産があるということでございます。 

 ８ページをごらんいただきたいと思います。それで、水産業・漁村に関する施策の方向ということ

でございますが、農業と同様に、水産のほうは、水産基本法というものが平成１３年に成立しており

まして、それに基づいて、１０年先を見通した水産基本計画というものをつくっております。現在、

その水産基本計画、２回目の基本計画を策定するというような状況になっているということでござい

ます。 

 ９ページをごらんいただきたいと思います。先ほど言いましたように、１９年３月に基本計画の見

直しを行うということになっております。直面する課題は、既に申し上げたような話でございます

が、資源状況が悪化しているということで、生産が非常に減少している。それから、世界的な水産物

の需要が高まっている。それから、生産が悪化しているということから、生産構造が非常に脆弱化し

ているというような話。それから、生産価格と消費価格が非常に乖離している。産地に比べて、消費

価格が４倍以上高いというようなことで、流通構造の関係も問題となっているという認識でおりま

す。それから、藻場・干潟の減少ということで、藻場・干潟が、環境の面にも、それから生産の面に

も非常に重要だということで、それが少なくなっているということで、これらの課題の中で、４つの

大きな柱で、今、計画の見直しを行っているということで、１つは水産資源の回復・管理、それか

ら、将来展望と競争力のある経営体の育成・確保、それから、水産物の安定供給に向けた加工・流

通・消費施策の展開、それから、漁港・漁場・漁村の総合的整備と漁業・漁村の多面的機能の発揮と

いう観点でございます。 

 １０ページを見ていただきたいと思いますが、具体的な施策ということでございますが、１点は、

先ほど言いました、水産資源を回復させていこうということで、施策についての内容でございます。 

 １１ページ、同様に、その増やしたいというもの、特に資源が悪いものにつきましては、資源回復

計画という計画で、鋭意、日本各地で管理を実施しているということでございます。 

 １２ページ、競争力のある経営体の育成ということで、これは、水産物の場合、多くは漁船漁業と

いうことで、漁船を使ってやるということでございまして、その構造改革を行っていこうという施策

でございます。 

 １３ページ、新しい経営安定対策の導入ということで、水産の場合、この左側のグラフを見ていた

だきますとわかりますように、非常に収入の年変動が激しいということでございまして、こういった
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収入の安定を図るような共済制度とかの検討をしているということでございます。 

 １４ページを見ていただきたいと思います。新規就業、新規参入の促進ということでございます。

農業、先ほど、新規参入がかなりあるというようなお話がございましたが、水産業の場合、新規就業

者、１年に１,４００～１,５００名というようなもので、就業者数の０.６％というような非常に低

いということで、鋭意努力をしているということでございます。 

 １５ページ、加工・流通・消費施策ということでございますが、産地市場というのは非常に小さい

市場がたくさんあるということでございまして、そういった産地市場の統合等の施策を行っておりま

す。 

 それから、１６ページ、先ほど言いました、流通関係で非常に価格差が大きいというような話がご

ざいます。そういった観点の、流通に関する施策も展開をしているということでございます。 

 それから、１７ページ、漁港・漁場・漁村の総合的整備ということで、ここの図は、我が国の２０

０海里の経済水域、そこについての基礎生産を上げていくような工夫をやっていこうということで、

今、漁場整備ということで、沿岸を主体に人工漁礁を入れているわけでございますが、そういったと

ころを、２００海里の中、領海を越えるようなところもやっていこうというようなことを、施策とし

て掲げているということでございます。 

 １８ページをごらんいただきたいと思います。国際競争力強化を図るための水産物供給基盤の整備

ということで、漁港と一体となって産地市場統合などをやっていこうということでございます。 

 １９ページ、漁場環境のための藻場・干潟等の保全ということで、先ほど言いましたように、藻

場・干潟が非常に減っているというところで、それを増やすような施策を展開しているということで

ございます。 

 ２０ページでございます。漁村地域の防災力の強化ということです。漁村地域の場合は、非常に狭

い中にたくさんの家屋があるというようなところで、災害面に弱いというところがございますので、

そういった面の重点的な施策をやっていくということを考えております。 

 ２１ページをごらんいただきたいと思います。漁村地域の生活環境の向上、先ほど言いましたよう

に、下水道普及率等が低いということから、そういった面の施策を進めていくということでございま

す。 

 それから、２２ページ、地域資源を活かした漁村づくり及び都市との共生・対流の促進。先ほど農

山漁村ということでお話がございましたので、割愛させていただきたいと思います。 

 それから、最後、２３ページでございます。多面的機能の発揮への支援ということで、多面的機能

の支援の中で、私どもの離島漁業再生支援交付金ということで、離島へのいろいろな取り組みにつき
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まして、交付金の制度を創設してあるということでございます。 

 非常に雑駁な説明になりましたが、時間のことを考えまして、省略して説明させていただきまし

た。以上でございます。 

【森地部会長】  どうも急がせて申しわけありません。 

 それでは、ただいまのご説明について、ご意見、ご質問をお願いいたします。どうぞ、武内委員。

それから、石委員、お願いいたします。 

【武内委員】  食料の安全保障、あるいは、この国土審議会の議論の１つである、持続可能な国土

の形成といった観点からは、私にとっては自給率というのが、非常に関心があるわけですけれども、

今のご説明ですと、その自給率をどういうふうにして向上させていくのかという、具体的な戦略が少

しわからなかったのですけれども、順に申し上げますと、食料自給率については、新しい基本法、基

本計画が策定されて以来、この４５％ということを言いながら、実際には４０％になっていると思う

のですが、例えば、それについては、随分、施策が講じられて、本当はもっと落ちるところが４０％

になっているのか、あるいは、施策の効果があまりなかったのかというあたりの評価を踏まえて、で

は今度はその４５％、あるいは長期的には５０％というところにどういうふうに持っていくのかとい

うところあたりが、何となくよくわからないところでございます。 

 それから、林業については、これは数字を今日出しておられませんけれども、２０％を切っている

という状態がまだ続いているのではないかと思いますけれども、そういうふうなものと、それから、

一部に傾向として出ております、国産材の生産が少し上がっているというふうなところあたり、それ

から海外の木材との関係で、どういうふうに目標設定がされるのか、あるいは具体的な対策は何なの

かということについて、少し詳しくお話しいただきたいと思います。 

 それから、水産業についても、これはかつて１００％を超えていたものが、今５５％に下がってい

て、これを６５％にするというわけですけれども、そのストラテジーは何なのか、栽培漁業というよ

うなタイプのものが増えていくのか、何なのか、その辺について、これは非常に国土形成計画と関係

があると思いますので、お話しいただきたいと思います。それが１つ目の点でございます。 

 それから、もう１つの点は、特に農業と林業に関してでありますけれども、これまでの議論は、や

やもすると、高齢化が進む、それから、農業あるいは林業について、耕作放棄なり、あるいは、森林

については、施行が行き届かなくなるというふうな状況をどうしていくかというふうなことを、極め

て問題が大きいために、その対策を考えるという性格が非常に強かったと思うのですけれども、一方

で、私どもが今議論しようとしている国土形成計画の議論の、もう少し長期ということになると、少

し違う視点での展望、そして、そういう展望と現在をどうつないでいくかという議論がもう少しあっ
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てもいいのではないかなというふうに思うんですけれども、一例を申し上げますと、バイオマスのこ

とについては、非常に試験的な議論として出されていますけれども、例えば、バイオマスみたいなも

のがどういうふうにして伸びていったときに、どの程度それが農村振興みたいなものにうまくつなが

ってくるんだろうかとか、それから、きょうの議論で、企業の参入が急速に伸びているという話がご

ざいましたけれども、そういうものが先に少し行ったときに、従来のいわゆる伝統的な家族経営型の

農業と違う様相が出てきて、あるいは、場合によっては農業の社会が変わってくるのかとか、そうい

うところを私どもは知りたいのですけれども、そういうことについて、もう少し突っ込んでお話しい

ただけないか。 

 それから、森林についても、例えば、ＣＯ２の吸収源としての機能が評価されるというようなこと

があるとか、あるいは、国際的な木材の需給バランスが崩れてくるとか、あるいは、日本の中で国産

材に対する関心が高まってくるとかというふうなことが、日本の森林計画、あるいは木材利用に対し

て、どういうふうな新しい展望を切り開くのかというようなところあたりとセットでやはり現状を議

論していくということは必要ではないかと思うのですが、後段のほうは、ですから、少し先の長期的

な展望と現在の問題の間の乖離をどうやって埋めるかというテーマだというふうにご理解いただけれ

ばいいと思うんですが、その２点をお話しいただければと思います。 

【森地部会長】  どうぞ、石委員。 

【石委員】  この会合でも、私は、国土計画の根幹というのは農林水産業の一次産業だろうと、そ

れが日本の骨格をつくってきたということを主張してまいりました。ちょっと厳しいような言い方に

なりますが、農林水産業は、ほとんどもう産業としては壊滅状態であると。木材２割、食べ物４割、

水産５５％ですか。それで、自給率も、今、武内先生のお話となるべくだぶらないようにお話しいた

しますが、過去３０年間、自給率を上げるとおっしゃっていたのですね。私もずっと覚えております

が。過去３回にわたって、戦後最大の農政改革という言葉でもってその改革案を出されたわけであり

ますが、その間に、ドイツは上がって、なぜ日本が上がらなかったのか。知見的なことを言うのであ

れば、スイスは上がって、なぜ日本は上がらなかったのかという問題が、ほとんど議論されていな

い。しかも、これから４５％に上げるというのも、現状の農業従事者の減少、農地減少を言えば、こ

れらはまずあり得ない数字だろうと、私は個人的には感じております。これも、武内先生のお話のよ

うに、根拠をぜひお出ししていただきたい。 

 そうこうしているうちに、現在、穀物備蓄量は戦後最低で、今１５％台まで下がってきまして、１

９７２、７３年の大食料危機とほぼ肩を並べるぐらい、今、食料危機が現実に進行している。今は消

費日数で５６日分しかない。もうこれはものすごい危機的状況でありまして、ことしはたまたまオー
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ストラリアが大熱波、干ばつにやられたこともありますけれども、インド、中国がこれほど伸びると

は思わなかったし、エタノールに関して、これはもう投機的と言っていいぐらいのエタノールブーム

が世界的に起きて、ものすごい勢いでエタノール燃料が増えておりますので、これも食料を非常にタ

イトにしているということを考えますと、おそらく２０３０年、中国が１０億人のピークを打って、

世界人口８０億を超えるあたりで大食料飢饉が起きるのではないかということは、世界各国の食料シ

ンクタンクがいろんな報告をし出しているわけですね。それに対して、私、これを拝見していて、日

本のこの窮状に対する危機感があるのだろうかという心配をひとつしております。 

 それから、あとは簡単にしますけれど、林業に関しても、これは拝見していると結構ずくめのよう

ですけれども、日本の林業、どんなことになるか。つまり、今は赤字補てんのために、ものすごい勢

いで木を切り始めましたね。北海道なんか、今、すごい勢いで木が切られていまして、あっちこっち

で住民の訴訟が起きております。これはよくご存じだと思いますけれども、住民とか研究者がたまり

かねて訴訟を起こす。私も北海道で３カ所拝見しましたけれども、水源林や保安林を平気で切ってし

まう。抗議に行くと、「あ、すいません、間違えました」と、話を済ませてしまうわけですね。です

から、林業に関しても、現場はかなりひどいことになっているということを、ぜひぜひ認識をしてい

ただきたい。 

 最後に水産を申し上げますけれども、マグロがすぐ、規制がかかっていますけれども、これからい

ろんなものに規制がかかってくるだろう。なぜかというと、日本はマグロをこれだけ獲りまくって、

もう１０年も前からさまざまな団体からマグロが危ないと言われながら、日本はまだ獲れるまだ獲れ

ると頑張ってきて、ついにここまで持って来ちゃったわけですね。そして、マグロの防波堤として捕

鯨があると言って、捕鯨を随分守ってきたわけでありますが、その捕鯨だって、獲った肉はほとんど

売れない。今、ほとんど売れないまま、捕鯨の肉も冷凍になっているわけですね。それを考えます

と、やはりいろんな意味で、僕は農林水産業の政策というものは、現実と齟齬を来しているのではな

いかという印象が非常に強く思います。厳しいことを言いすぎて申しわけありませんけど、私の感想

です。 

【森地部会長】  奥野委員、どうぞ。それから、金井委員、お願いします。 

【奥野委員】  奥野でございます。都市と農村の交流というところが何カ所かで触れられておりま

したが、そのことについてちょっとお尋ねしたいのでありますけれど、先ほどの武内委員の質問とも

関連するのですが、都市住民の農業への関心が高まっている。それから、農作業への関心が高まって

おる。ご案内のように、団塊の世代の二地域居住の関心が高まっていて、その方たちの農業への、あ

るいは農作業への関心が高いというのは、これはそのとおりだというふうに思いますけれども、また
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一方で、農作業よりも地方に住みたい、農山村に居住したいという希望がまた強いのではなかろうか

というふうに思うのですね。農山村に住んで、あるいは地方に住んで、そこで何か、農作業とはまた

別の、生きがいになることをしたい、そういった希望も奥にはあるのではなかろうかというふうに思

うのですね。 

 先ほど、総務省等のヒアリングの中で話しておられました、江津市なんかでも、何百人かの町に、

そういったご家族が、比較的若いご家族が、５０代でいいのですけれども、１つ入られるだけで、随

分地域が変わった様子が出てくる、活気づくというふうな話をヒアリングで聞いたことがあるのです

けれども、そういった需要にもこたえるということが重要ではないかと思うのですね。そういった

方々は、自分の企業で働いたときの経験あるいは知恵を活かしていきたいというふうな希望を強く持

っていらっしゃると思うのですね。そういったものを受けとめるところとしては、コミュニティビジ

ネスでの品質管理だとか、マーケティングだとか、会議だとか、そういうようなことになるのかなと

いうふうに思うのですが、なかなかそこまでコミュニティビジネスがまだ発達していないということ

はあると思うのですが、先ほどの農業生産法人ですけど、これがこれから随分伸びていくと予測を立

てていらっしゃいましたけれども、そういったところが、そういった人たちの地方での働き場とし

て、生きがいのある受け皿になるというふうにお考えになっていらっしゃるのか、それのところをお

聞かせいただければと思いますが。 

【森地部会長】  金井委員、どうぞ。 

【金井委員】  今、説明を伺っていて、私、感じましたのは、私は旅行関係の仕事をやっているの

ですが、多面的な機能ということを含めて、ある意味で、非常にツーリズムといいますか、そういう

ものと結びつきやすい要素がたくさん農政の中におありになるなという感じがいたしました。今まで

各先生がおっしゃられたご意見と若干切り口が違う話になるかと思うのですけれども、今、奥野先生

言われた都市との交流なんかもそうだと思うんですが、今の我々のツーリズムの現状というのを申し

上げますと、今までのような形式的な定番のパッケージということからもうどんどん変わっておりま

して、ある程度テーマ性のある旅行というものを提供していかないと、なかなか見向いてもいただけ

ないというような感じになっておりまして、そういう中では、きょうのお話の中にもありました、食

の問題ですとか、あるいは体験の問題ですとか、環境の問題というのは、非常にこれからある意味で

注目をされるツアーのジャンルといいますか、カテゴリーになるのではないかという感じがいたして

おります。 

 ここでご説明いただいた資料の中にも、そういうものとの連携ですとかというのは時々触れられて

おるのですけれども、ある意味では、非常に大きな切り口のひとつとして、そういう連携を政策的に
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やっぱりお考えいただくと、非常に双方にとって意味があるのではないかという感じが、正直してお

ります。 

 ですから、具体的な政策として、今申し上げたようなことをお取り組みいただけるような状況が今

あるのか、あるいはお考えとして持っておられるのかというようなことを、これは農業も、森林も、

水産もそうだと思うのですが、そういうような点について、ちょっと状況をお聞かせいただければと

いう感じがいたします。 

【森地部会長】  家田委員、それから大西委員、それから河田委員、お願いします。 

【家田委員】  すみません、簡単に２点ほど伺います。１点は、林の関係でございます。もう１点

は水産ですが。 

 林業につきましては、ここにご説明いただいたように、長伐期化というような方向にいくと。そこ

にある種のいろんな総合的に見ていい面があると。これは私も同感なのですが。 

 そうなってくると、今でも利回り率の低い林業が、もちろんもっと悪くなりますよね、当然ですけ

ど。そうなってくると、林を持っているという資産価値は、事実上ほとんどない、むしろマイナスに

なっていくわけですよね。ただ、ここで拝見する資料であると、森林を保有するという所有の問題は

そのままにしながら、そこでの活動をボランティア等々で前向きに解決していくということなのです

けれども、その所有のほうも、ちょっと極論ですけれども、国有林への編入等々を行いながら、保有

の世界を公が行い、そこでの活動を民が行うというような、そういう方向性というのは、所有の転換

というのはどんなふうにお考えになっているかが質問でございます。 

 それから、水産につきましては、我が国は水で囲まれているわけですから、極めていい水産資源を

持っているというのは、これは国民共有の重要な資源であって、これもぜひ大事にしていただくとい

う方向は全く賛成でございます。 

 ただ、その場合に、漁業の資源を育成しながら、それを活用していくという漁業権は一体どのよう

に考えたらいいのか。明確に漁業を担う人がこれからも伸びていく、しかも、きちんとやっていただ

くという中では、漁業権の計算と、それから、いろんなインフラ事業をやった場合の保障というの

は、それなりの根拠を持っていたと思うのですけれども、どうもそういう担い手が変わっていくよう

なことであるとかも考えますと、そしてまた、その資源が国民共有の資源であるということを考える

と、もう少し漁業権及び漁業補償という場合の中身や、補償額や、工事を行った後の補償額が適正で

あったのかというモニタリングとか、その辺をきちんとやらないと、この基盤というもの、国土基盤

に対して漁業が透明性を確保しているとは、ちょっとどうかなと思うところがあるのですが、私の不

勉強かもしれません。養殖の漁業の場合と捕獲的な漁業の場合で随分違いがあると思うのですが、そ
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こら辺、ちょっと状況を教えていただけたらと思います。 

 以上です。 

【森地部会長】  大西委員、どうぞ。 

【大西委員】  農地を長期的に維持していくという観点から、土地利用に関して２つお伺いしたい

と思うのですが、根本的には５００万ヘクタール弱の農地を、核になるような農家を育成していくこ

とによって維持していくということで、全国的にはこれが重要だということは表面上わかりますが、

一方で、都市の中、あるいは都市の外、近傍では、例えば、都市の周辺では、建設残土とか産業廃棄

物が農地に捨てられているというような土地利用上の問題があって、そういう、いわば都市の静脈と

しての農地の使われ方の中に、あまりルールがはっきりしていないということがあると思うのです

が、結論的に言うと、例えば、都市計画で言うと、調整区域というのは、比較的強い土地利用上のコ

ントロールが行われているわけですから、すべての国土について、都市でない、市街化区域でないと

ころには、調整区域、要するに、都市計画区域を全域に指定して調整区域とすると。その開発許可な

りのルールを、すべての農地を含めて対象とする。つまり、農地であっても、その一部が都市的に開

発されるときには、都市でこれまで適用されてきたルールを適用するということも考えられると思う

のですが、こういう案に対してどういうふうにお考えになるのかというのが１つです。 

 それから、もう１つは、先ほどもご指摘になったように、生産緑地といいますか、市街化区域内の

農地について評価が高まっているということがあると思うのですね。ところが、実際には、そこでの

専業農家は東京なんかで増えているのですが、農地そのものは徐々に減っている。特に相続の際に売

られていくわけですね。その場合に、農地は継承すれば相続税を免れるということができるわけです

が、大概ほかに資産は持っていますので、その資産とあわせて課税されて、結果としては農地が売ら

れていくということになっていると思うのです。それを長期的に防ぐ、安定的にしていくためには、

例えば、農地以外の資産が合併されて課税されたときに、一遍に相続税を払わないで、延べ払いをす

るとかいう制度で、長期的に資産も経営しながら、営農もしながら、その中でしかるべき相続税を、

低い税率で、延べ払いで払っていくとか、そういうことを考えて、都市の農地を保全する、農地とし

て維持していくということをもう少し強化するべきではないかと思うのですが、何かこれらに対する

お考えなり、ほかに何かお考えがあるのか、その点、２点をお聞きしたいと思います。 

【森地部会長】  河田委員、どうぞ。 

【河田委員】  時間がないので、１つだけお話ししたいと思いますけれども、実は、海岸浸食とい

うのがもうのっぴきならない状態になっておりまして、これは、日本は３万５,０００ｋｍの海岸線

を持っているのですが、特に砂浜・礫浜海岸というのはその６割ぐらいでして、これが大体ほとんど
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浸食しておると。その原因は、もちろん川からの土砂の供給が減っているということと、もう１つ、

やっぱり沿岸に漁港施設がもう無数にあるという、この状態が実は大変まずいと。実は、ここに水産

庁の用意していただいた資料の５ページ、６ページに書いてありますけれども、要するに、６,００

０集落があるということは、大体漁港施設が６,０００あるということなのですね。５.５キロに１港

ではなくて、岩石とか崖海岸には漁港はありませんから、実際には数キロに１点漁港があるわけで

す。これは、実は、漁業者が今２２万人ですから、１つの集落で漁業従事者が３５人ぐらいなのです

ね。これが、江戸時代は家の前の砂浜に船を上げておったからそれでよかったのですが、その後、家

の前に漁港ができたのですね。これで、車がない時代はそれでいいのですけれども、車があるにもか

かわらず、家の前に漁港があるというのを、しかも、漁港をどんどん拡張しているというのが、非常

に海岸漂砂の連続性を妨げていると。ですから、必ずしも海岸工学的に適地に漁港ができているわけ

ではないのですね。だけど、昔からそこに漁港があるからというので、どんどん防波堤は沖のほうに

伸びていき、沿岸漂砂と言うのですが、これが実は連続性を阻害されて、もうのっぴきならないこと

になっている。 

 ということは、もうちょっと適地に漁港を再編できないのかと。しかも、１つの漁業施設で３０人

ぐらいしか生活していないのであるというのは、非常にコストが高くついているということで、こう

いう問題に手を触れないと、いわゆる漁港を近代化して大きくするというのは、逆に、国土の浸食と

いいますか、そういったものを助長していると。しかも、漁港は、漁港区域というものがあって、そ

こは、実は国土交通省もどこも手を入れることができないのですね。だから、私、いつも言っている

のですが、砂に名前が書いてあるわけではないのですね。砂に水産庁と名前は書いていないですよ

ね。みんな関係なく、川から海岸に沿って動いておりますので、どこかで止めるとおかしくなる。で

すから、やっぱりもうちょっと漁港、施設そのものの整備もやらないと、なかなか国土保全というこ

ととリンクしないと思いますが。 

【森地部会長】  そのほか。では、小林委員、それから関根委員、お願いします。 

【小林委員】  時間がありませんので、簡単にお話しします。 

 農業、林業、漁業、これからの世界経済の動き、あるいは人口の増大、そういうものの影響をそれ

ぞれ受けるというお話を伺いました。農業と水産業については、それについて１つペーパーを用意さ

れているのですけど、私が気になったのは、林業がどうなるかということでございます。 

 たまたま今、専門家を含めて研究会、専門委員会をやっておりますが、その中で、例えば中国の動

向が日本の林業にどう影響を与えるか。現実に、九州が中国へ木材を輸出して、世界的に見て大変安

い国産材のコストになっているがために中国に輸出されて、植林ができなくて九州の山ははげ山にな
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っているということをおっしゃる専門家がいらっしゃる。一方で、東南アジアから南洋材を一生懸命

輸入している。そういう関係をどのように今後国際的な関係で考えていくのかという、そういう林業

の立場からのスタンスなり考えを、もしおありになったらお聞かせいただければと思います。 

【関根委員】  すいません、水産価格の４.４倍の格差というところの縮小を図っていらっしゃる

ようですが、消費者の立場としては、私はなぜこれを解消しなければならないのか、全くわからな

い。浜値のほうが安いという情報をもっとお出しになるべきです。そして、そこに行かなければ、そ

のおいしい海産物は食べられないのだという情報を出していただきたい。奥尻まで行かなければおい

しいウニは食べられないし、天草に行かないとおいしいクルマエビは食べられない。そっちのほう

が、はるかに消費者をその土地に引きつける魅力になると思うのですね。私は、解消する必要は、逆

にないと思います。そういう逆転の発想が、逆にその地域の宝を磨くというところにつながっていく

のではないかという気がしているのですけれども、こういう点についてご意見をいただければうれし

いです。よろしくお願いします。 

【森地部会長】  和気委員、どうぞ。 

【和気委員】  ありがとうございます。１点はちょっと伺いたいことで、２点は要望というか。 

 先ほどの委員のお話で、国際的なフレームワークというところで、ＦＴＡも含めてですけれども、

東アジア共同体という、それが、リアリティがすごくあるかどうかは別として、もう既に製造工業で

はサプライチェーンがアジア内で展開されています。 

【和気委員】  そうしますと、農政の変革の中で、農業の輸入自由化問題をどんなふうに農政転換

の中で考えていったらいいのか、解釈したらいいのか、その辺のところを伺いたいのが１点。 

 それから、２つ目は、要望の１つ目は、要するに、技術進歩というのが、日本の農業、あるいは林

業、水産業の中に、どういうふうなビジネスモデルの展開があり得るのかというところを、むしろ国

としての政策の場合、ぜひ技術問題、技術発展の問題をぜひ展望していただきたいというのが１点。 

 もう１つは、多機能の評価の問題で、１つ三菱総研さんがなされた評価がありますけれども、これ

こそローカライゼーションで、それぞれの地域ごとで違うと思うのですね。ですから、もう少しきめ

の細かい評価、多機能をどう評価していくかという仕組みを、それぞれの地域ごとで工夫をしていた

だきたいというところで、以上です。 

【森地部会長】   

 それでは、どうぞ、お答えをお願いいたします。 

【農林水産省農村振興局企画部農村政策課長】  まず農業関係ということで答えられる範囲で恐縮

でございますが、お答えをさせていただきますけれども、まず食料自給率の関係でございます。確か
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に、自給率の向上の取り組みということで、毎年の行動計画を決めてございます。個別に細かく、こ

ういうことをするというふうにして取り組んでいるところでございますが、それぞれが自給率の向上

にどの程度本当に効果があったのかというのは、ご指摘のとおり、検証が十分にできていないという

ところもあるところでございます。ただ、感想的には４０％にとどまっているような状況になってい

るのではないかというようなご意見等もいただいているという中で、今後、本当の具体的な向上のた

めの行動計画的なものを決めていけるのかというようなのが課題かなというふうに思います。 

 そういう意味では、今後、本当に世界的に需給バランスが厳しくなっていくという中で、農業をど

ういうふうに日本の国内で育てていくのかというのが大きな課題でございまして、世界的に言えば、

需給の逼迫で価格向上と。そういう中で、日本の農業の生産性が相対的にどのぐらい高まるのかとい

うようなお話がある中で、輸入自由化というようなお話もございましたけれども、いかに日本の農業

の効率性を高めていくのか。各国との生産条件がもうどうしようもなく開いているという状況の中

で、将来の需給逼迫というような自体も見詰めながら、生産性の向上の努力を図っていくのかなとい

うふうに考えてございます。 

 バイオマス、エタノールというようなお話もございました。日本の食物の価格を前提にすると、ア

メリカ、ブラジルのようには現状ではなかなかいかないという中で、ここの辺の技術革新について、

今必死に取り組んでいるというふうな状況で、そういった技術の取り組みも行っているところでござ

います。 

 企業の参入と将来展望という、その影響ということでございますけれども、なかなかこれ、社会的

分析というのは十分にはできてございません。効率性というような観点から、非常に大きな刺激があ

るのではないかというふうな、これは個人的かもしれませんけれども、考えを抱いているところでご

ざいます。 

 それから、定住というふうなこと、あるいは、都市住民が田舎でいろいろと生活をしたいというふ

うな希望の中で、確かに新規参入というふうな面があるのでございますが、それは、会社としてお入

りになられるので、そこで雇用されるかどうかというつなぎ役になれるかどうかわかりませんが、ご

指摘ありましたコミュニティビジネスというか、農山漁村で新たな交流事業等を立ち上げるにあたっ

て、やはりビジネス的な感覚の持ち主を活用していただくというのは、非常に大きな観点だろうとい

う意味で、受け皿として、我々はいかにそこのところを育てていくのかというのも、我々、十分に考

えなくてはいけないというふうな課題だというふうに思ってございます。 

 ツーリズムということで、食とか体験と。これは、農山漁村で、もうとにかく活かせるものは何で

も活かそう、売れるものは売ろうというようなことで地域では取り組んでいるという中で、民間、旅
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行業者の方の皆さんとの連携というのも、今、大分始まっているところでございます。そういう中

で、連携という意味で、やはり団体客の取扱いといったところがポイントのようでございまして、修

学旅行、あるいは学校の体験学習というふうな大きなまとまりのある、そういった団体旅行に関しま

して、農山漁村としていかに連携を図っていくのかというのも、我々、取り組むべき課題と。なかな

か慣れないところがございまして、そういったところの地域の相談にも我々応じていくのかと。まだ

まだ政策的には十分煮詰まっていないところがございますが、非常に大きな課題だというふうに考え

てございます。 

 農地の土地利用の問題で、調整区域を全面的にかけるというご指摘でございますが、農地法で相当

厳しい転用規制というふうなことは行っているところでございます。確かに、ご指摘のとおり、産廃

処分、建設残土が捨てられているという問題に関して、これは調整区域も含めて問題ではないかとい

うご指摘もある中で、その問題としてまた考えていかなくてはいけないのかなというふうなことで受

けとめさせていただきました。 

 あと、相続対策ということなのでございますけれども、確かに、相続を契機にいたしまして、農地

を売却すると。税制的には、ずっと本当に終身、亡くなるまで農業を営業されるということであれ

ば、相続税は免除されるし、あるいは、固定資産税も減免されるということなのですが、ここがちょ

っと厳しすぎるというふうな農業者の皆さんのご指摘がある中で、本当に農地を最後まで残していこ

うというふうなことまで、本当に個人個人の農業者がお考えかどうかというところまで踏み込んで

我々がコントロールできるかというと、なかなか難しいところがある。そういう意味では、政策的

に、助成的なことも含めて、援助するということも含めて、もうちょっと農地を保全するということ

も考えないといけないのかなというふうに考えてございます。 

 ちょっと十分にはお答えできていないと存じますが。 

【林野庁森林整備部計画課長】  はじめに、木材需給の関係でございますが、お話がございました

ように、木材、資料を用意しておりませんで、大変失礼いたしましたが、後でお出ししたいと思って

おります。木材のいわゆる供給量、外国産、国内を含めて、今のところ大体９,０００万立方程度ご

ざいまして、今、現時点におきましては、国産の比率が２０％でございます。三、四年前に１８％ま

で低下いたしました。それからすると、若干ではありますけれども、回復傾向という状況でございま

す。 

 これはなぜかということになるかと思いますが、基本的には、やはり、例えば中国の成長でありま

すとか、いろんな外材の問題がだんだんタイトになりつつあるのではないかという認識は持っており

ます。例えば、私が若いとき、国内の現場にいたときは、スギの値段のほうがカラマツよりも高かっ
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たのですけど、今、実はロシア材がかなり中国に流れておりまして、カラマツの値段がスギよりも高

くなってしまったというような現状がございます。そういった意味で、かなり中国の影響というのは

これから出てくるのではないかなと。そういった意味で、外材の価格も、特に去年からでございます

けれども、だんだん上がり始めて、それに引っ張られて国産材の価格も若干上がりぎみだというよう

な状況にございます。 

 私どもとしては、やはり日本の中にかなりな資源がだんだん成熟してできておりますので、そうい

ったものをより有効に、例えば、ちょっとお話が出ましたけれども、今までは５０年生ぐらいで全部

を切って、全部植え直すというような仕組みが一般的だったのですけれども、そういった５０年生の

山を、例えば１００年生にして、その間を抜き切りにして、森林状態として残しながら、さらに次の

世代を育てていく。そういったいろんな工夫をして、トータルとしてのコストを減らしながら木材は

使うというような方向で考えていきたいというふうに思っております。ちなみに、自給率でございま

すが、おおむね１０年後ぐらいには、今の２０％程度のものから、２５％ぐらいには持っていけたら

いいなというふうには考えているところでございます。 

 それから、バイオマスのお話も出ましたけれども、森林・林業の関係で、バイオマスと言います

と、実は製材工場なんかの残材をどうするか、それから住宅から出ます廃材をどうするか、それか

ら、例えば森林の中で間伐なり伐採した後に枝葉なりそういったものが残りますけれども、そういっ

た森林の中に残る残材、残った木をどうするかと、大きく言うと３つあると思っておりまして、工場

の廃材というのはかなり利用が進んでおります。そういった意味で、私どもの分野かどうかは別にし

て、住宅廃材でありますとか、さらに林道、道に近いところにある林地の残材、こういったものをど

う効率的に使っていくかというのは、これからの課題だろうというふうには思っているところでござ

います。 

 それから、北海道の伐採の問題、石先生からお話がございましたけれども、１つは、例えば国有林

の場合は、確かに今特別会計という性格を持っておりますけれども、私も、平成９年、１０年、抜本

的改革に携わった人間ではあるのですけれども、赤字補てんのためにそういう伐採はやらないんだ、

そんなこと絶対良心としてやってはいけないんだということで考えております。私もその北海道の現

場を見ていないので、現場を見ていない者がどうこうということは言えないのかもしれませんけれど

も、そこはやはり地域の森林をこれからどういうふうに持っていくかというふうな、ある意味、中長

期的な視点も見据えながら、技術的にそこは考えていかなければいけないのかなというふうには思っ

ているところでございます。確かに、ちょっとした山の中で、場所を間違ったという問題が実は根本

的にあるのではないかというふうには思ってはおりますけれども、その辺は気をつけながら、私ども
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としても、いろんなそれぞれの段階で人がいるわけですけれども、そういった技術レベルも含めて向

上には努めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、ツーリズムの話は、もう農業のほうでお話しいただきましたので、基本的にはそれと同

じようなところでございます。 

 あと、それから、所有の転換の話でございますが、確かに森林所有者の方が、例えば、国とか県に

寄附をしていただくというのであれば、それはそれで１つの方法なのかもしれませんけれども、例え

ば、国とか県が購入するとかという話になりますと、今の財政状況ではなかなか難しい面があるのか

なというふうには思っております。それで、要は、そういった対象となる森林を、例えば、経済的な

価値があるものとして使うか、あるいは保全目的のために使うかというようなことが根本的にはある

んだろうと思っておりまして、例えば、所有者がもう山は見きれないから、ある程度公的なところで

面倒を見てということになりますと、例えば、国が例えば治山事業なんかでケアをして、基本的には

もう切らないようにしてしまうとか、そういった仕組みもありますし、あとは、例えば、分収制度と

いうものを使って、公的機関が管理するというような仕組みもございますので、所有の転換というよ

りは、そういった、森林をどういうふうに管理していくか、きちんと管理していくかという方法でも

って対応していったらいいのではないかなというふうに考えているところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

【水産庁漁業漁港整備部防災漁村課長】  水産関係のご質問等でございますが、まず、自給率の話

でございますけれども、６５％の目標ということで、現在５５％、そこのところをどのように伸ばし

ていくかというところでございますけれども、先ほど委員からのお話ありましたが、栽培漁業という

ようなものがひとつございます。これは、魚の子供を育てて、それを放流して増やしていこうという

ようなことで、水産ではなかなかそういう発想がなかったものを、近年行っている事業でございまし

て、それから、やはり第一は、どうしても漁業の場合は、自分がとらなくても他人がその魚をとって

しまう。そういうようなことで、狩猟的なといいますか、そういう考えがございまして、どうしても

資源に与える漁獲が過多になるということで、それによって資源状態が悪くなっているという面も非

常にあります。したがいまして、それを管理していくということで、資源管理という言葉で呼んでお

りますが、そこを十分やっていきたい。先ほど資源回復計画というようなお話をさせていただきまし

たが、そういった面でやっていく。それから、基礎生産量を増やすということで、漁場を整備してい

く、人工的に整備していくというような漁場整備事業。それから、先ほど申しましたような藻場・干

潟の造成等、保全等をやっていくということで、自給率を増やしていくということが基本ではないか

というふうに思っております。 
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 それから、マグロのお話がちょっと出ましたが、これも資源管理ということで、管理をしていかな

いとどんどんなくなっていくということでございまして、現在、ちょうど神戸で国際会議が開かれて

おりますけれども、マグロの場合は、やはり高度回遊性魚種と言って、いろんなところに回遊してい

く魚種でございますので、国際的な管理等で管理をしていくということが重要だというふうに考えて

おります。 

 それから、ツーリズムの関係は、先ほどと同様でございます。 

 それから、漁業権という、ちょっと補償というようなお話が委員のほうから出ましたが、漁業権と

いう言葉の中で、いわゆる地先で養殖業をやったりするような漁業権、それから、許可漁業というこ

とで、漁業をやる権利といいますか、そういったものの２つ種類が漁業にはありまして、その２つを

漁業権というふうに呼ばれることが間々ありますが、いずれにしましても、それらにつきまして何か

開発が行われるというときに、補償が行われるというふうに理解しておりますけれども、その補償の

ほうは私どものほうの所掌でないというところがございまして、具体的なところは存じ上げないとい

うところでございます。 

 それから、海岸浸食というようなお話がございました。ここは、委員指摘が非常に厳しい指摘でご

ざいましたので、ちょっとお伺いするところに困難さを感じておりますけれども、やはり一番の理由

のところは、先ほど委員からもお話がありましたように、土砂の供給が少ないというところが一番の

ところでございまして、そのあとの海岸のところで、人工構造物等によって浸食等が行われるという

ことは、そういうことだと思いますが、その１つの要因の中で漁港もあるということで、漁港が一番

悪いということでは、ちょっと私どものほうは認識していない次第でございます。ただ、海岸浸食に

つきましては、私ども水産庁も含めまして、あと国土交通省等で鋭意努力をしているということでご

ざいます。 

 それから、また委員のほうから別途、水産価格のご指摘がございました。非常に心強いご発言で、

非常にありがたいということでございますが、私どものほうは、農業等に比べて、やはり産地価格と

消費地価格がかなり乖離しているというところは、いろいろなところでご指摘を受けるものですか

ら、そこはもちろん下げられるものは下げるような努力ということで、今検討をさせていただいてい

るということで、それであれば、消費者の方ももちろん喜んでいただけるということで、無理やり何

かしようという話ではなくて、検討しているということでございます。 

 それから、最後、ちょっと技術の問題ということが出たと思いますが、漁業につきましては、今、

技術問題で一番厳しい話は燃油問題ということで、非常に燃油の高騰によって、漁船は燃油を非常に

使うということで、そういう省エネ等にかかる技術開発に特に力を入れているというようなことでご
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ざいます。 

 ちょっと雑駁な回答だったかもしれませんが、以上でございます。 

【森地部会長】  ありがとうございます。時間が限られておりましたので、全部お答えいただけな

かったかもわかりませんが、議事録を公開しますので、またごらんいただいて、追加的な資料等、添

付をしていただければと思いますし、また、委員のほうからも追加してご質問等がございましたら、

お答えをいただきますようにお願いを申し上げます。 

 １０分以上経過をして、大変失礼いたしました。農林水産省の方々におかれては、お忙しい中、大

変ありがとうございました。 

 最後に、当部会の今後のスケジュール（案）について、それから、その他、事務的な連絡をあわせ

てお願いいたします。 

【国土計画局総合計画課長】  承知いたしました。資料４、一番最後に１枚紙、今後の当部会のス

ケジュールを添付させていただいております。 

 前回のご報告から日程の変更はございませんけれども、本日で５回にわたる各省庁ヒアリングが完

了いたしまして、次回、２月１５日になりますが、いよいよ最終報告に関するご審議の第１回目をお

願いしたいと思います。都道府県及び政令市からの計画提案の内容が、１月末をめどに集まってまい

りますので、それについて、状況のご報告をさせていただくこと、また、第２部、分野別の基本的な

施策及び第３部、広域地方計画策定に向けた全国計画としてのメッセージと、こういうようなことに

ついての検討の方向などについて、次回ご議論をお願いしたいと考えているところでございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 資料４、スケジュール関係は以上でございます。 

 それから、最後の事務局関係ご報告でございますけれども、まずもって本日の会議でございます

が、冒頭は申し上げませんでしたけれども、定足数を満たしているということについて、再度ご報告

をさせていただきたいと思います。また、次回につきましては、午後４時からということですが、場

所等の詳細につきましては、後ほど事務局よりご連絡を差し上げたいと考えております。 

 事務局からは以上でございます。 

【森地部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、本日の国土審議会計画部会を終了したいと思います。ご熱心なご議論、大変ありがとう

ございました。 

【国土計画局総合計画課長】  どうもありがとうございました。 
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閉    会 


